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申請対象設備の選定 

【公開版】

R23 の主な変更点は以下のとおり。 

【本文】 

・添付-2 第 1 表 「再処理施設に求められる系統機能一覧」の整理に係る考え方

を追記 

・添付-2 第 1 表 「再処理施設に求められる系統機能一覧」における系統機能説

明内容の拡充 

・その他、記載の明確化、適正化等

【別紙 1-2-2-2-1（溶解設備）】 

・添付３ 色塗り結果（設計図書）の各シート取り合いを明確化（EFD 矢羽根への

取り合うシート番号の追記） 

・添付３ EFD の取り合いの表示例の追加

・その他、記載の明確化、適正化等
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１．概要 

本資料は、再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設に関する「共通 06：本文（基本設計

方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」に示

す設工認申請対象設備の選定の基本的な考え方に基づき実施する選定作業について補

足説明するものである。 

 

２．設工認申請対象設備の選定 

（１）設工認申請対象設備の選定に係る基本方針 

設工認申請対象設備の選定は、設工認申請書において再処理施設の技術基準に

関する規則、加工施設の技術基準に関する規則（以下、「技術基準規則」とい

う）への適合性、許可整合の観点で申請すべき設備を抜けなく選定することを目

的として実施する。 

そのため、設工認申請書で申請すべき設備の抽出は、以下のプロセスにより行

う。（図―１ 参照） 

ⅰ.再処理規則、加工規則、技術基準規則及び事業許可基準規則等で要求される

施設、系統、機器等として、事業指定（許可）申請書、既認可で示される設

備、機器等を対象として重要度に応じた分類（設備の抽出） 

ⅱ.設工認申請書の基本設計方針における要求事項と設備との紐づけ 

ⅲ.系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出 

 ⅳ.機器単体で技術基準規則への適合や基本設計を達成する設備の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 設工認申請書で申請すべき設備の抽出プロセス 

 

再処理規則、加⼯規則、技術基準規則および事業許可規則
で要求されている施設、系統、機器等
・ADRB（本⽂、添六、系統図）
・既認可（本⽂、添付書類）
・設計図書（機器リスト、EFD、単線結線図）

重要度分類、機能・性能要求を踏まえたグレー
ド分類（設備選定フロー）
（①、②-ａ、②-ｂ）

ＥＦＤに⾊塗りにより機能、性
能を達成するうえで必要な構成
機器等を抽出

設⼯認申請対象設備リスト
（①、②－a ）

仕様表

基本設計⽅針を担保する上で必要な設備の洗
い出し（別紙２）

基本設計⽅針を踏まえた要求種別の設定

機能要求②のうち、系統で機能、性
能を達成する設備

機能要求②のうち、単体設備で機
能、性能を達成する設備基本設計⽅針の要求事項（別

紙２）と構成機器等の抽出結果
の紐づけによる検証

申請対象設備リスト
（系統設備）

申請対象設備リスト
（各条における申請対象設備）

設⼯認申請対象設備（①個別機
器、②－a、施設共通の基本設計
⽅針の②-ｂ）との⽐較による検証
（抜け、漏れ確認）

（配管の仕様表の設備区分，From-to）

【ⅰ.設備の抽出】

【 ⅱ.設⼯認の基本設計⽅針における要求事項と設備との紐づけ】

【 ⅲ.系統として機能、性能を達成
する設備を構成する機器等の抽出】

【 ⅳ.機器単体で技術基準への適合や基本設
計を達成する設備の検証】

設置要求、機能要求①の設
備

施設共通の基本設計⽅針と
して⽰す設備等（②-ｂ） 設計中の設備について事業変更

許可申請書にて，機器を抽出 申請対象設備リスト
（単体設備）

申請対象設備リスト
（後次回明確化する機器）
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（２）設工認申請対象設備の選定に係る手順 

ⅰ.設備、機器等の重要度に応じた分類（設備の抽出） 

(a) 再処理規則、加工規則、技術基準規則および事業許可規則で要求されている施

設、系統、機器等をもとに、要求される安全機能の重要度に応じて、設工認申

請書における記載グレード(以下の a.～c.のとおり)を分類する。当該分類

は、設備選定フロー（図―２ 参照）を用いて行う。 

a.仕様表対象設備（①） 

技術基準規則等の要求事項を達成するため、その機能、性能に係る仕様項目

（温度、圧力、容量等）を示すことにより適合性を説明する設備 

b.基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a） 

技術基準規則等の要求事項を達成するため、仕様項目を示す必要はないが事

業変更許可申請書及び技術基準規則において設置（系統構成含む）すること

を明示している設備（仕様表対象以外） 

例）照明設備、通信連絡設備、火災防護設備（火災感知器、消火器等）、ホ

イールローダ等 

c.a,b 以外の設備（②-b）：施設共通の基本設計方針として示す設備等 

例）保守用の機器、ケーブル、安全避難通路、不法侵入の防止に係る機器等 

(b) 上記の分類結果を踏まえ、仕様表対象設備（①）、基本設計方針に個別名称を

記載する設備（②-a）を設工認申請対象設備として設備リストを作成する。②

-b のうち、安全避難通路、不法侵入の防止に係る機器等の施設共通の基本設

計方針として示す設備については、施設共通の基本設計方針設備として設備リ

ストに反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 設備選定フロー  

Yes

再処理規則、加⼯規則、技術基準規
則及び事業許可規則で要求されてい

る施設、系統、機器等

【STEP2】

耐震Ｓクラス、安全上重要な施設、
重大事故等対処施設か

事業許可申請書及び技術基準
規則整合性の観点で機能、性
能を設備、機器の設置又は系
統構成によって示す必要があ

るか

No

Yes

【STEP1】

No

非安重の設備であって再処理・加工・廃
棄物管理の機能、性能を達成するため
に設備、機器の仕様（値、材質等）を特

定する必要があるか

Yes

No

No

Yes

再処理・加工・廃棄物管理の機能、性能
を達成するために設備、機器の仕様（値、

材質等）を特定する必要があるか

【STEP3】

Yes

No

【STEP5】

個別機器を基本設計方針で特定する
必要がある設備、機器か

【STEP4】

【STEP2,3の考え⽅】
〇要求される機能を達成するために必要な設備、機器で仕様（値、⼨法、材料等）を⽰す必要のあるものを抽出
・事業変更許可申請書で安全設計の観点で容量、除去効率等の仕様が⽰されているもの（建物、容器、ポンプ、フィルタ、排⾵機等）
・事業変更許可申請書で外部衝撃、溢⽔等に対する防護設備として設定されているもの（⾶来物防護ネット、⾶来物防護板)
・系統として安全設計を要求する施設等において、耐震、閉じ込め、臨界、遮蔽等の安全設計上の要求のある配管、主要弁、安全弁、
フィルタ、熱交換器、圧縮機、搬送設備、粉末容器等（仕様表記載項⽬を設定すべき機器等）⇒設計図⾯等の⾊塗りにより主流路
や主要弁等の範囲、対象を抽出
・技術基準規則の要求を達成するために機能、性能を必要とするもの（放射線管理施設の出⼊管理設備、通信連絡設備等の設置要
求だけのものは除く）
※事業変更許可申請書及び技術基準規則における機能・性能に係る要求事項に対し、発電炉において類似する設備がある場合は発
電炉の別表第⼆及び⼯認を参考として仕様表対象を決定

仕様表対象設備（①） 基本設計⽅針に個別名称を記載する設備（②-a） 左記以外の設備（②-b）

設⼯認申請対象設備リスト 施設共通の基本設計⽅針として⽰す設備（⼀部）
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ⅱ.基本設計方針と設備、機器の紐づけ 

設工認申請対象設備は、技術基準規則への適合のために必要なものであり、安全

機能との関係を踏まえて選定する必要がある。 

そのため、基本設計方針の記載内容ごとに要求種別と対応する設備を抽出するこ

とで、事業変更許可申請書で担保した事項を実現するための設備（許可整合）及

び技術基準規則の要求事項を満足するための設備（技術基準適合）を選定する。 

基本設計方針との紐づけにより選定された設備のうち、要求種別が設置要求、機

能要求①の設備及び機能要求②（機器単体で機能、性能を達成する設備を対象）

に関係する設備については、対象設備をリストとして纏める。なお，機能要求②

となる機器については，対象が明確となるよう機器リスト等の設計図書を用い

て，対象を確認する。 

基本設計方針との紐づけにより選定された設備のうち、要求種別が機能要求②

で、系統として機能、性能を達成する設備については、機能、性能を達成するた

めに必要な機器等を明確にする必要があるため、「ⅲ．系統として機能、性能を達

成する設備を構成する機器等の抽出」において、設計図書に対する色塗りを行

う。 

基本設計方針の項目ごとの要求種別と関係する設備との関係を示すことにより、

事業変更許可申請書で担保した事項を実現するための設備（許可整合）及び技術

基準規則の要求事項を満足するための設備（技術基準適合）を網羅的に選定す

る。 

要求種別 分類の考え方 
設備、機器等の重要度に応

じた分類との関係 

設置要求 

 事業変更許可申請書、技術基準規則において、設備、機器を設置することを

約束し、その設置する設備、機器に性能、機能を要求しないもの。（元々設

置する機器が、所要機能を達成するためのものとして汎用的に設計され、設

置することで適合説明するもの） 

例：出入管理設備、通信連絡設備等 

 検査では、設備、機器が設置（据付、外観、状態確認検査等）されているこ

とを確認する。 

b.基本設計方針に個別名称

を記載する設備（②-a） 

※施設共通の基本設計方針

として示す②-b を含む 

機能要求① 

 設置する設備、機器に一定の機能を要求するもので、機能を達成することを

系統構成及び設備構成によって説明するもの。 

 検査では、機能を達成するための系統構成（据付、外観、状態確認検査等）

を確認する。 

機能要求② 

 設置する設備，機器に技術基準規則の要求事項を満足するために必要な具体

的な仕様（数値）によって適合説明するもの。 

例：個々の設備、機器が所要の機能、性能を発揮するうえで当該数値を満足

するよう詳細設計～設計の妥当性確認まで実施するもの 

 検査では、具体的な数値に関する検査（材料、寸法、耐圧、機能確認検査

等）により必要な仕様が確保されていることを確認する。 

a.仕様表対象設備（①） 

 

ⅲ.系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出 

施設を構成する設備等には、機器単体で技術基準規則への適合を達成するもの

と系統として技術基準規則への適合を達成するものがあり、特に系統として機

能、性能を達成するものに対しては、当該系統の中で機能、性能に関係する対象

5



4 

 

範囲や対象機器を抽出することが必要である。 

上記の系統として機能、性能を達成するものに対して、機能、性能に関係する

対象範囲や対象機器を抽出する方法として、設備構成情報等を示す設計図書に対

する色塗りを行う。 

設計情報（設備構成情報等を示す設計図書）として、エンジニアリングフロー

ダイアグラム、計装ループブロック図、構造図、系統図等を対象とする。 

設備構成情報等を示す設計図書に対する色塗りを行う対象は、「ⅱ．基本設計

方針と設備、機器の紐づけ」において、基本設計方針の要求種別を機能要求②と

したものに関係する設備で、系統で機能、性能を達成するものとする。 

設備構成情報等を示す設計図書の色塗りにより抽出された機器等が基本設計方

針の要求事項を達成するために必要十分であることを抽出された機器等と別紙２

の機能要求②に該当する基本設計方針との比較により確認する。 

また、設計図書に対する色塗りによって抽出された機器等を「設備の抽出」で

作成した設工認申請対象設備リストに反映する。 （リスト上の設備の細分化） 

系統として機能、性能を達成するものに対する設計図書に対する色塗りを行う

際に、要求される機能、性能を踏まえて主流路を明確にする。 

なお、主配管（主流路における配管、ダクト）以外のテストライン、バイパス

ライン、ベント・ドレンライン等（主配管としない対象の例を表１に示す。）に

ついては、機能、性能を達成するために補助的に設けられた設備であり、当該系

統に要求される機能、性能を達成するための維持管理等に必要な設備となること

から、施工後に実施する検査や設備の供用開始以降の施設管理を確実に実施する

ために必要なものである。このため、当該設備の明確化が必要な段階までに、そ

の使用目的と併せて設計図面等を用いて明確化を行う。 

ただし、系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出の作業

においては、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等の配管が

機能、性能を達成するうえでの主流路の対象とならない根拠を明確にすることが

必要であり、代表設備の色塗り等の結果を示す資料において、主流路の対象とな

らない根拠を注記等で記載する。（図―３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 主流路の対象とならない説明の例 
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表１ 主配管としない対象の例 

主配管以外 主配管としない対象 

ドレン・ベントライン ・通常液移送時又は保守時における系統内への液張り後における系統内の空気を抜くベントラ

イン 

・容器、ポンプ、弁等の機器の保守時における系統内の溶液等を抜くためのドレンライン 

・開放容器等の機器ベントライン 

・系統に液張り（容器内への液張り、容器等シール部への液張り）を行う液張りライン 

・機器等の保護の観点で設置するベントライン 

バイパスライン ・計器（流量計）の保守時に使用するバイパスライン 

・容器、スチームトラップ、弁、フィルタ等の保守時に使用するバイパスライン 

テストライン ・保守時において試験を行う際に試験機器等を接続する試験ノズル 

・保守時における系統試験を行うためのテストライン 

除染・洗浄ライン ・保守時・停止時における機器等の除染・洗浄を行う除染・洗浄ライン 

ミニマムフローライン ・ポンプ安定運転のためのミニマムフロー（逃がし）ライン 

オーバーフローライン ・容器等で溢れた流体を系統又は建屋内に保持するためのオーバーフローライン 

循環（攪拌）ライン ・溶液等のポンプ（動力ポンプ、エアリフト、スチームジェット、エアジェット、水ジェッ

ト）による攪拌ライン 

・基準値を満たさない流体等が発生した場合又は再利用を目的として前工程へ移送して処理を

行うための循環ライン 

・万が一室等へ低レベル等の溶液が漏えいした場合に貯槽へ移送して処理を行うための循環ラ

イン 

サンプリングライン ・分析試料を採取するためのサンプリングライン 

・放管用の試料を採取するためのサンプリングライン 

計装ライン ・プロセス量の計測を行うための検出配管、計装導圧配管、チュービング（計装用空気配管）、

ガイドパイプ 

小型機器等からの排気ラ

イン 

・小型ポット、サンプリングボックス、各室、機器駆動用サポートラインからの排気ライン 

液調整、置換、保守等を

行うための一般ユーティ

リティライン 

（安全機能に関係するも

のを除く） 

・運転用、液調整、系統内置換等を行うための試薬、水、空気等の放射性物質等を含まない一

般ユーティリティライン（水、空気、蒸気、試薬） 

・流路を形成するために必要な機器に供給する一般ユーティリティライン（水、空気、蒸気、

試薬） 

・保守時における詰まりを除去するためのアイスプラグを形成するために使用する一般ユーテ

ィリティライン 

将来増設用ライン ・安全機能に影響しない将来増設用として設置しているライン 
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ⅳ機器単体で技術基準規則への適合や基本設計を達成する設備の検証 

(a)「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐づけ」において、基本設計方針の要求種別

を設置要求、機能要求①の設備及び機能要求②（機器単体で機能、性能を達成

する設備を対象）に関係する設備を抽出し、「ⅰ．設備、機器等の重要度に応じ

た分類」で仕様表対象設備（①）のうち機器単体で技術基準規則への適合を達

成するとした設備、基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a）としたも

のと比較し、検証を行う。 

(b) 機能要求②となる機器単体で機能、性能を達成する機器について，対象が明

確となるよう設計情報（設備構成情報等を示す設計図書）として，機器リス

ト等の設計図書を用いて，設工認申請対象設備リストと紐づける。 

 

３．系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出手順 

「ⅲ系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出」は、以下

の手順で行う。 

 

a. 抽出の対象 

（a） 基本設計方針で整理した主要な設備と要求種別（機能要求②）のうち、

「系統として機能、性能を達成するもの（例：プール水冷却／換気／圧

縮空気等）」を対象とする。 

 

b. 色塗りによる設備の抽出 

（a） 系統として機能、性能を達成するものは、要求される機能、性能を達成

するために必要となる主要機器、配管等を主流路として設定し、系統図

（設計図書等）に主流路上の機器、配管等の色塗り等を行う。 

（b） 系統として機能、性能を達成するものを抽出する際は、要求される機能、

性能を達成するために必要な関連設備（電気設備、計装設備等）も合わ

せて抽出作業を行う。 

（c） 主流路上の機器については、機器に求められる機能、性能に着目し、重

要な機能、性能に係る機器を関連設備（仕様表対象機器）として抽出す

る。それ以外は主流路の一部（主流路を構成するバウンダリ）として扱

う。 

イ) 容器（主たる機能：流体保持機能（容量））：グローブボックス消火、

工程室消火に必要な消火ガスを保有するボンベ、非常用発電機に供

給するための重油等を保有するタンク、安全蒸気ボイラの運転に必

要な可燃性ガスを貯留するボンベ等の機能、性能として貯蔵容量が

求められる容器 

ロ) ろ過装置（主たる機能：処理性能（容量））：使用済燃料を貯蔵するプ
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ールのプール水の浄化処理、液体廃棄物の処理に必要なろ過装置等

の機能、性能として処理容量が求められるろ過装置 

ハ) ポンプ（主たる機能：供給性能（容量、吐出圧力、揚程））：放射性廃

棄物を処理するための廃液移送に使用するポンプ、使用済燃料を貯

蔵するプールのプール水の崩壊熱除去のための冷却水の循環及び水

位維持のための水の供給に必要なポンプ等の機能、性能として容量、

揚程等が求められるポンプ 

ニ) 弁（主たる機能：開閉機能（開閉時間））：核的・熱的・化学的制限値

による安全保護動作を行う自動操作信号により作動する弁、設計基

準事故への対処に使用する弁及び主配管に設置する弁のうち安全評

価上の機能、性能を期待している弁、重大事故等への対処に必要な主

配管に設置する弁のうち有効性評価上その機能、性能を期待してい

る弁等 

ホ) フィルタ（主たる機能：浄化機能（除去効率））：大気中へ放出される

放射性物質の抑制・低減を目的として放射性気体廃棄物から放射性

物質を除去するためのフィルタ、設計基準事故及び重大事故等に対

処するための要員の居住性を確保するうえで放射性物質を除去する

ためのフィルタ、従事者への被ばく低減のために設置するグローブ

ボックス給気フィルタ等 

（d） 主配管、ダクトは、用途（機能）、使用範囲等を明確にするため、安全機

能を有する施設のみの境界、重大事故等対処設備のみの境界、兼用設備

の境界等がわかるように色塗り等を行う。 

（e） なお、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等は主流路

の対象としない。 

（f） 色塗り等を行ったエビデンス設計図書等（色塗り系統図等）を取り纏め、

設備ごとの事業変更許可及び技術基準規則との関係、既設工認可からの

変更等を整理表等で整理し、選定ガイドに沿って抜け漏れなく抽出でき

ていることを確認する。 

 

c. 抽出結果の設備リストへの反映 

（a） 抽出した対象設備はリスト化する。 

（b） 計装設備のインターロックは、作動させる検出端となる計器と機器の停

止等の動作に係るインターロック（停止回路等）の各々について仕様表

を作成するため、計器とインターロックはリスト上分けて記載し、イン

ターロック側で検出端となる計器との紐づけが分かるように記載する。 

（例：温度高により加熱蒸気を停止するインターロック（〇〇蒸発缶温

度）） 

（c） 抽出した機器等をリストに反映するに当たり、抽出した機器の数量を記
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載する際は、仕様表に数量を示すもの、基本設計方針で数量を示すもの

など設置する機器等の数量を明確にする必要のあるものは、その数量を

記載し、それ以外のものは一式として示す。 

また、系統として機能が達成されることを示す機器等や設置されている

ことを示すことで適合性を示す機器等は「一式」で記載する。 

例えば、火災防護設備の火災感知器、消火器、電気設備の常用母線、運転

予備用母線等は「一式」として記載する。ただし、重大事故等対処設備の

代替感知設備については、９箇所の火災源に対して設置することが設計

方針であることから、設置する数量を申請対象設備リストに示す。 

配管及びダクトは、説明対象となる技術基準規則適合性の項目が同じも

のは from-to で分解せず、「主配管 一式」として記載する。 

（d） なお、設計進捗等によりリストの変更が必要になった場合は、リストの

見直しを実施する。 

 

４．申請対象設備抽出結果の纏め 

「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐づけ」、「ⅲ．系統として機能、性能を達

成する設備を構成する機器等の抽出」、「ⅳ．機器単体で技術基準規則への適合や

基本設計を達成する設備の検証」の結果を本補足説明資料の別紙として示す。 

資料の構成は、以下のとおりとする。（図―４ 参照）また、各資料の関係、作業

の流れ等を添付－１に示す。 

 

・各条における申請対象設備（「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐づけ」、「ⅳ．

機器単体で技術基準規則への適合や基本設計を達成する設備の検証」） 

 

・系統として機能、性能を達成する設備（「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐

づけ」、「ⅲ．系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出」） 

 

・機器単体で機能，性能を達成する設備（「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐

づけ」、「ⅳ．機器単体で技術基準規則への適合や基本設計を達成する設備の

検証」） 

 

・後次回にて詳細化する設備（設計進捗を踏まえて詳細化するため第１回申請時

点では事業変更許可申請書及び事業変更許可申請書段階で作成した整理資料

の記載をもとに設備名称等を設定） 

 

また、上記資料「系統として機能、性能を達成する設備」のうち、再処理施設

に関する資料（【共通 09 別紙１－２－〇 系統として機能、性能を達成する設

備】（以下、「別紙１－２」という。））の整理にあたっては、再処理施設の特
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徴として、基本設計方針と関連づけられる機能、性能（機能要求②に該当する設

備）が多く、他設備との取合い、兼用範囲を含む系統構成が複雑である等を踏ま

え、以下の対応を行っており、この詳細を添付－２に示す。 

 

・基本設計方針の要求内容を基に、再処理施設に求められる系統機能を明確化

する。 

 

・「系統として機能、性能を達成する設備」の抽出においては、事業許可変更

申請書における系統図、既認可設工認における系統図及びエンジニアリング

フローダイアグラム（以下、「EFD」という。）等の設計図書の系統図を用い

て、段階的に抽出範囲を明確化する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―４ 申請対象設備抽出結果の纏めの資料イメージ 

 

 

以  上

申請対象設備
リスト

(各条における
申請対象設備)

【共通09 別紙○-１-○各条における申請対象設備】（A条⽂）

別紙2
A条⽂

⾊塗り
設計図書
（系統
図）

申請対象設
備リスト

(系統設備)

抽出
リスト

（機器）

別紙２
機能要求②抜粋

（A条）
（B条）

⾊塗り
設計図書
（系統
図）

抽出
リスト

（機器）
（配管）

【添付３】
(2)B設備

【共通09 別紙 ○-２-○ 系統として機能、性能を達成する設備】

【共通09 別紙○-４-○ 後次回にて詳細化する設備】

基本設計⽅針と設備を紐
付け（機能要求②、機能
要求①、設置要求）

＜構成イメージ＞
【再処理施設】
別紙1-1-1 各条における申請対象設備（4条臨界）
・・・

別紙1-2-1-1-1 系統として機能、性能を達成する設備に係る
申請対象設備

（使⽤済燃料受⼊れ設備及び使⽤済燃料貯蔵設備）
・・・

別紙1-3 機器単体で機能、性能を達成する設備に係る申請
対象設備

別紙1-4 後次回にて詳細化する設備

【MOX燃料加⼯施設】
別紙2-1-1 各条における申請対象設備（4条臨界）
・・・

別紙2-2-1 系統として機能、性能を達成する設備に係る申請
対象設備（低レベル廃液処理設備）

・・・

別紙2-3 機器単体で機能、性能を達成する設備に係る申請
対象設備

別紙2-4 後次回にて詳細化する設備

【共通09 別紙 ○-３-○ 機器単体で機能、性能を達成する設備】
機能要求②の系統として機能、性能を達成
するために必要な機器等の細分化

⾊塗り
設計図書

【添付２】
(1)

⾊塗り
設計図書

【添付２】
(2)

【条⽂や設備単位ではなく纏めて整理】

【添付１】

【本⽂】

【添付２】【表紙】

抽出
リスト

（配管）

【添付３】
(1)A設備

【本⽂】

【表紙】 【添付１】 【添付２】

【本⽂】

【表紙】

申請対象設備
リスト

（単体設備）

【添付１】

⾊塗り
事業変更
許可申請

書

【添付２】
(1)

⾊塗り
事業変更
許可申請

書

【添付２】
(2)

【本⽂】

【表紙】
申請対象設
備リスト

（後次回明
確化する
設備）

【添付１】
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添付‐１ 

  

 

  

設工認申請対象設備の選定に係る資料の構成等 

申請対象設備
リスト

(各条における
申請対象設備)

【共通09 別紙○-１-○各条における申請対象設備】（A条⽂）

別紙2
A条⽂

⾊塗り
設計図書
（系統
図）

申請対象設
備リスト

(系統設備)

抽出
リスト

（機器）

別紙２
機能要求②抜粋

（A条）
（B条）

⾊塗り
設計図書
（系統
図）

抽出
リスト

（機器）
（配管）

【添付３】
(2)B設備

【共通09 別紙 ○-２-○ 系統として機能、性能を達成する設備】

【共通09 別紙○-４-○ 後次回にて詳細化する設備】

基本設計⽅針と設備を紐
付け（機能要求②、機能
要求①、設置要求）

【共通09 別紙 ○-３-○ 機器単体で機能、性能を達成する設備】
機能要求②の系統として機能、性能を達成
するために必要な機器等の細分化

⾊塗り
設計図書

【添付２】
(1)

⾊塗り
設計図書

【添付２】
(2)

【条⽂や設備単位ではなく纏めて整理】

B（ⅰ）

A

C

(a)

(a)

＜別紙内における紐付け＞
A「各条における申請対象設備」における申請対象設備リストと
別紙２との紐付け

B「系統として機能，性能を達成する設備」における申請対象
設備と抽出結果及び別紙2との紐付け

C「機器単体で機能、性能を達成する設備」における申請対象
設備リストと設計図書等との紐付け

D「後次回にて詳細化する設備」における申請対象設備リストと
事業変更許可申請書との紐付け

＜各別紙間における紐付け＞
(1) 「各条における申請対象設備」と「系統として機能，性能を
達成する設備」，「機器単体で機能、性能を達成する設備」及
び「後次回にて詳細化する設備」との紐付け

【添付１】

【本⽂】

【添付２】【表紙】

抽出
リスト

（配管）

【添付３】
(1)A設備

【本⽂】

【表紙】 【添付１】 【添付２】

【本⽂】

【表紙】

申請対象設備
リスト

（単体設備）

【添付１】

⾊塗り
事業変更
許可申請

書

【添付２】
(1)

⾊塗り
事業変更
許可申請

書

【添付２】
(2)

D

【本⽂】

【表紙】
申請対象設
備リスト

（後次回明
確化する
設備）

【添付１】

B（ⅱ）
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再処理規則、加⼯規則、技術基準規則および事業許可規則
で要求されている施設、系統、機器等
・ADRB（本⽂、添六、系統図）
・既認可（本⽂、添付書類）
・設計図書（機器リスト、EFD、単線結線図）

重要度分類、機能・性能要求を踏まえたグレー
ド分類（設備選定フロー）
（①、②-ａ、②-ｂ）

ＥＦＤに⾊塗りにより機能、性
能を達成するうえで必要な構成
機器等を抽出

設⼯認申請対象設備リスト
（①、②－a ）

仕様表

基本設計⽅針を担保する上で必要な設備の洗
い出し（別紙２）

基本設計⽅針を踏まえた要求種別の設定

機能要求②のうち、系統で機能、性
能を達成する設備

機能要求②のうち、単体設備で機
能、性能を達成する設備基本設計⽅針の要求事項（別

紙２）と構成機器等の抽出結果
の紐づけによる検証

申請対象設備リスト
（系統設備）

申請対象設備リスト
（各条における申請対象設備）

設⼯認申請対象設備（①個別機
器、②－a、施設共通の基本設計
⽅針の②-ｂ）との⽐較による検証
（抜け、漏れ確認）

（配管の仕様表の設備区分，From-to）

【ⅰ.設備の抽出】

【 ⅱ.設⼯認の基本設計⽅針における要求事項と設備との紐づけ】

【 ⅲ.構成する機器等の抽出】

【 ⅳ.機器単体で技術基準への適合や基本設
計を達成する設備の検証】

設置要求、機能要求①の設
備

施設共通の基本設計⽅針と
して⽰す設備等（②-ｂ） 設計中の設備について事業変更

許可申請書にて，機器を抽出 申請対象設備リスト
（単体設備）

D
C

B

A

申請対象設備リスト
（後次回明確化する機器）

別紙 ○-２-○  

系統として機能、性能を達成する設備 

別紙 ○-４ 後次回にて詳細化する設備 

別紙○-３ 機器単体で機能、性能を達成する設備 

別紙 ○-１-○ 各条における申請対象設備 

各条 00 別紙２の要求種別の設定をインプットとして、申請対象設備を以下の３つの観点から、申請対象設備の整理を⾏う 

・別紙２で機能要求②の設備のうち、系統として機能、性能を達成する設備の明確化⇒別紙○－２－○ 

・別紙２で機能要求②の設備のうち、単体設備で機能、性能を達成する設備の明確化⇒別紙○－３ 

・別紙２で機能要求②の設備のうち、詳細設計中の設備の明確化⇒別紙○－４ 

    各条における申請対象設備リストへのフィードバック⇒別紙○－１－○ 

13
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  ＜共通09に係る構成，紐付けに関して＞
A「各条における申請対象設備」における申請対象設備リストと別紙２との紐付け

基本設計⽅針を担保する上で必要な設備が漏れなく抽出されていることを検証するため，基本設計⽅針と要求種別（設置要求，機能要求①，機能
要求②）を踏まえ，基本設計⽅針と申請対象設備を紐付けを⾏い，抜け漏れなく申請対象設備が抽出されていることを検証する。

機能要求②が要求される機能、性能を達成するための設備のうち，「系統として機能、性能を達成する設備」はB項，「機器単体で機能、性能を
達成する設備」はC項、設計中であり「後次回にて詳細化する設備」はD項にて，抜け漏れなく申請対象設備が抽出されていることを検証する。

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽

容器

20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液
処理設備_機器_1

別紙2-2-1

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽ポンプ

ポンプ

20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液
処理設備_機器_2

別紙2-2-1

申請対象設備リスト（各条における申請対象設備）（共通09別紙2-1-7 P8）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

20
5.1.2 液体廃棄物の廃棄設備
液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃液処理設備，廃油保管室の廃油保管エリア及び海洋放出管理系で構成する。 機能要求①

低レベル廃液処理設備
廃油保管室の廃油保管エリア
海洋放出管理系

設計方針（系統構成）

21
液体廃棄物の廃棄設備のうち，低レベル廃液処理設備は，分析設備から発生する廃液，放出管理分析設備から発生する廃液，管理区域内で発生す
る空調機器ドレン水等を受け入れ，必要に応じてろ過等の処理を行い放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度
以下であることを確認した後，排水口から排出する設計とする。

機能要求① 低レベル廃液処理設備 設計方針（系統構成）

22 低レベル廃液処理設備で処理した排水は，海洋放出管理系を経て海洋放出口から放出する設計とする。 機能要求① 海洋放出管理系 設計方針（系統構成）
23 なお，液体廃棄物の廃棄設備は，排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがない設計とする。 機能要求① 液体廃棄物の廃棄設備 設計方針（系統構成）

24

5.1.2.1   低レベル廃液処理設備
低レベル廃液処理設備は，検査槽，オープンポートボックス，ろ過処理装置，吸着処理装置及び廃液貯槽で構成する。
低レベル廃液処理設備は，分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液，試薬調整器具の洗浄水等及び放出管理分析設備から発生する廃液並び
に管理区域内で発生する空調機器ドレン水等を区分して，それぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に受け入れ，廃液中に含まれて放出される放射
性物質を合理的に達成できる限り少なくするため，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液貯槽に送液する設計とする。
廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液中の放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺監視区
域外の水中の濃度限度以下であることを確認した後，排水口から排出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

低レベル廃液処理設備
設計方針（系統構成）
設計方針（設備構成）
設計方針（処理能力）

別紙２（別紙2-1-7 P18）
別紙2の基本設計⽅針の番号と紐付け。
「〇条-1」等で紐づける

機能要求②が要求される基本設計⽅針は，
番号を⾚字にする。

基本設計⽅針を担保する上で必要な設備に該当す
る設備かを整理。

14
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【機器等の抽出】

紐付け番号 施設区分 設備区分 機器名称（許可） 機器名称 機種 機器番号 設置場所 数量申請回
変更区
分

ＤＢ区
分

ＳＡ区
分

兼用
（主
従）

耐震
設計

共用
（主従）

備考

1
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―

検査槽 イオン系廃液検査槽

容器

PA0172-V-11
（イオン系廃液検査槽A）
PA0172-V-12
（イオン系廃液検査槽B）

燃料加工
建屋

2 2 新設 非安重 ― ― C/－ ―

2
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―

検査槽 イオン系廃液検査槽ポンプ

機械装置

PA0172-P-1111
（イオン系廃液検査槽ポンプ
A）
PA0172-P-1112
（イオン系廃液検査槽ポンプ
B）

燃料加工
建屋

2 2 新設 非安重 ― ― C/－ ―

＜共通09に係る構成，紐付けに関して＞
B「系統として機能，性能を達成する設備」における申請対象設備と抽出結果及び別紙2との紐付け

(ⅱ) 抽出リストの結果を申請対象設備リスト（系統設備）に反映し，申請対象設備リストと抽出リストを番号にて，紐づける。
配管等については，申請対象設備リストでは「主配管（〇〇系）」と記載し，まとめた記載とする。
抽出された機器，配管に対して，機能要求②が要求される基本設計⽅針と紐づけ，系統にて機能を達成する機器としてまとめる。

抽出リスト（機器）（別紙2-2-1 P23）

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽

容器 20条-24
系統_低レベル廃液
処理設備_機器_1

別紙2-2-1

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽ポンプ

ポンプ 20条-24
系統_低レベル廃液
処理設備_機器_2

別紙2-2-1

申請対象設備リスト（系統設備）（別紙2-2-1）

別紙番号及びエビデンス紐付け番号を記載する。

エビデンス紐付け番号の付け⽅は以下の通り
機器：「系統＿設備名称＿機器＿紐付け番号」
配管：「系統＿設備名称＿配管＿紐付け番号」
計器：「計装＿設備名称＿機器＿紐付け番号」

抽出された機器を申請対
象設備リストに反映する。

項目
番号

基本設計方針
要求種

別
主な設備 展開事項

24

5.1.2.1   低レベル廃液処理設備
低レベル廃液処理設備は，検査槽，オープンポートボックス，ろ過処理装置，吸着処理装置及
び廃液貯槽で構成する。
低レベル廃液処理設備は，分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液，試薬調整器具の洗
浄水等及び放出管理分析設備から発生する廃液並びに管理区域内で発生する空調機器ドレン水
等を区分して，それぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に受け入れ，廃液中に含まれて放出さ
れる放射性物質を合理的に達成できる限り少なくするため，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸
着の処理を行い，廃液貯槽に送液する設計とする。
廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液中の放
射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確
認した後，排水口から排出する設計とする。

機能要
求①
機能要
求②

低レベル廃液処理
設備

設計方針（系
統構成）
設計方針（設
備構成）
設計方針（処
理能力）

別紙2 機能要求②抜粋 20条（別紙2-2-1）

抽出された機器，配管に対して，基本設計⽅針を紐づける。
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＜共通09に係る構成，紐付けに関して＞
(a) 「各条における申請対象設備」と「系統として機能，性能を達成する設備」，「機器単体で機能、性能を達成する設備」及び「後次回にて詳細
化する設備」との紐付け

「系統として機能，性能を達成する設備」，「機器単体で機能、性能を達成する設備」及び「後次回にて詳細化する設備」にて整理した申請対象
設備リストを「各条における申請対象設備」の申請対象設備リストに反映し，各条の基本設計⽅針を担保する上で必要となる申請対象設備をまとめ
る。

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽

容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液
処理設備_機器_1

別紙2-2-1

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽ポンプ

ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液
処理設備_機器_2

別紙2-2-1

申請対象設備リスト（各条における申請対象設備）

各別紙で整理した申請対象設備リストの
情報を，「各条における申請対象設備」
へフィードバックする。

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽

容器 20条-24
系統_低レベル廃液
処理設備_機器_1

別紙2-2-1

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽ポンプ

ポンプ 20条-24
系統_低レベル廃液
処理設備_機器_2

別紙2-2-1

申請対象設備リスト（系統設備）/（単体設備）/（後次回明確化する設備）

19
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添付‐２ 
 

再処理施設に要求される系統機能の整理および別紙１－２の構成 

 

再処理施設は、基本設計方針と関連づけられる機能、性能（共通 00 別紙２機能要求②に該当す

る設備）が多く、系統構成も複雑である等の特徴を考慮する必要があるため、別紙１－２におい

て対象設備を抽出する際は、基本設計方針の要求内容を整理し、再処理施設に要求される系統機

能を明確化した上で、主流路範囲を事業許可変更申請書の系統図、既認可設工認本文系統図、EFD

の順に段階的に詳細化する作業を行う。これらのプロセスを踏まえ、以下に①：再処理施設に要

求される系統機能の整理および②：別紙１－２の構成を示す。 

別紙１－２に基づく作業ステップ及び資料の構成概要を第１図に示す。 

 

①：再処理施設に要求される系統機能の整理（共通 09 本文） 

別紙１－２は、各設備に求められる系統としての機能、性能を達成するために必要な機器を抽

出することが目的であることから、設備に求められる機能、性能が多いという再処理施設の特徴

を踏まえると、基本設計方針の要求内容を基に、系統として求められる機能、性能を明確化した

上で、必要な機器を抽出することが必要である。 

そこで、各条文の共通 00 別紙２において機能要求②（設置する設備、機器に技術基準規則の要

求事項を満足するために必要な具体的な仕様（数値）によって適合説明するもの，別添２参照）

と整理された基本設計方針に対し、基本設計方針が要求する内容を「系統機能」として要点整理

した上で、同様の内容の「系統機能」同士を１つにまとめ、これらの「系統機能」に対して安全機

能分類（変更許可申請書 添付六 第 1.7.7－１表）等における表現を参考に「系統機能名称」を新

たに設定した。これら系統機能をまとめたものを一覧として第１表「再処理施設に求められる系

統機能の一覧」として示す。 

 

②：別紙１－２の構成 

 １．「概要」 

系統として機能、性能を達成する設備を抽出する等、作業目的を明確化する。 

 

２.（１）「要求される機能、性能について」 

「①：再処理施設に要求される系統機能の整理（共通 09 本文）」にて整理した「第１表 再

処理施設に求められる系統機能一覧」から、各設備に関連する系統機能を展開する。 

なお、各設備に関連する「共通 00 別紙２機能要求②抜粋」を、それぞれの設備の別紙１－２

の添付１として示す。 

 

２.（２）「主流路の考え方」 

再処理施設の系統構成が複雑であることを踏まえ、２.（２）では、事業変更許可申請書の系

統概要図を用いて主流路範囲、設備区分点及び DB/SA 兼用範囲の概略を特定する。 

 

２．（３）「主流路の設定」 

２．（２）で特定した主流路範囲、設備区分点及び DB/SA 兼用範囲をより詳細に特定するため

に、既認可設工認の本文系図等を用い、主流路の始点及び終点を管台、ヘッダ等のレベルで明

確化する。さらに、既認可設工認の本文系図等と添付-３の EFD との関連付けも明確化し、 終
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的に EFD において主流路範囲を特定する。 

 

２．（４）「主流路として設定しない範囲及び考え方」 

各設備の特徴を踏まえ、個別に主流路としない範囲及び理由について２．（４）において説明

を行う。また、個別及び各設備共通の主流路としない理由並びに主流路としない範囲について、

既認可設工認の本文系統図に概略を示し、詳細範囲については添付-３の EFD で示す。 

 

３．「要求される耐震クラスの考え方」 

各主流路の範囲に含まれる主要機器及び主配管（２．（３）に示す）に対する系統機能（２．

（１）に示す）ごとに事業許可申請書の耐震クラスを整理する。整理した耐震クラスは既認可設

工認の本文系統図で概略を示し、詳細な耐震クラスの区分点を添付-３の EFD に示す。 

 

４．「抽出結果」 

「系統機能」を達成するために抽出された機器及び主配管は添付-３の抽出リストに整理され、

EFD と紐づけられる。 

終的なアウトプットとして、機器および配管の抽出リストが添付-2 の申請対象設備リスト

で統合され、インプットである基本設計方針と紐づけられる。 

 

以上 
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第１図 別紙１－２に基づく作業ステップ及び資料の構成 

 

４． 抽出結果

共通09 別紙1－2 添付-３
色塗りEFD及び抽出リスト

・主流路範囲、対象機器、設備区分点、DB/SA兼用範囲を
EFDで詳細化し、結果を抽出リストで整理

・主流路としない範囲及び理由をEFDで詳細化
・耐震クラスの区分点をEFDで詳細化

【アウトプット】 申請対象設備リスト
共通09 別紙1－2 添付-２

抽出された機器、主配管と
基本設計方針 機能要求②の項目番号を紐づけ

２．（３） 既認可設工認本文系統図等による主流路範囲、設備区分点、DB/SA兼用範囲等の詳細化

２．（４） 主流路としない個別理由及び範囲の説明、既認可系統図による主流路とない概略箇所の説明

２．（２） 事業変更許可申請書の系統概要図により主流路、設備区分点、DB/SA兼用範囲の概略把握

【インプット】 再処理施設に要求される系統機能の整理
共通00 別紙２ 機能要求②（共通09本文 別添2に示す）

共通09 本文 添付－2 第１表 「再処理施設に求められる系統機能一覧」

② 共通09 別紙１－２の構成

３． 主流路に含まれる主要機器及び主配管の系統機能ごとの耐震設計の整理
既認可系統図及びEFDに耐震クラスの明記

既認可系統図とEFDの関連づけ
主流路範囲を詳細化

EFDで主流路としない範囲の
詳細化

EFDで主流路の耐震クラスの
区分を詳細化

２．（１） 要求される機能、性能の展開 ， 共通09 別紙1－2 添付‐１ 系統機能と機能要求②の関係

① 基本設計方針の要求内容の整理
（共通09 本文）

１． 概要
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第１表　再処理施設に求められる系統機能の⼀覧

条⽂ 系統機能名称 系統として求められる機能、性能の明確化 基本設計⽅針紐付け番号
（共通00　別紙２機能要求②を別添２に⽰す）

第４条︓核燃料物質の臨界防⽌ 溶解槽への可溶性中性⼦吸収材⾃動供給（DB） 溶解槽での臨界を計測制御設備の溶解槽放射線レベル計で検知し、安全保護回路の可溶性中性⼦吸収材緊急供給回路及びせん断停⽌回路からの信号により、せん断を停⽌する
とともに、可溶性中性⼦吸収材緊急供給弁が開となり、可溶性中性⼦吸収材を溶解槽へ供給する機能 4条-14

放射性物質の保持機能 放射性物質を系統⼜は機器に閉じ込め、廃ガスを処理するとともに、これらの系統及び機器並びに廃ガスを処理する設備等を収納するセル等および建屋を換気し、放射性物質を限定さ
れた区域に閉じ込める機能

【安全冷却⽔系】
・安全圧縮空気系の安全空気圧縮機の冷却のために冷却⽔を供給し，安全空気圧縮機の安全機能を⽀援する機能

【安全圧縮空気系】
・⾼レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉の流下ノズルに圧縮空気を供給し、溶融ガラスの流下を停⽌させる系統の流下ノズル冷却⽤空気槽へ圧縮空気を供給することで流下停⽌
系の安全機能を⽀援する機能
・計測制御系統施設の安全上重要な施設の計測制御設備に対し，パラメータを計測するために必要な圧縮空気及び設計基準事故に対処するために必要な機器（弁）に駆動⽤の
圧縮空気を供給することで，安全上重要な施設の安全機能を⽀援する機能
・安全冷却⽔系外部ループから安全圧縮空気系 空気圧縮機への冷却⽔供給する系統において、冷却⽔を保持する機能

【安全蒸気系】
安全蒸気系のLPGボンベユニット、ボイラ供給⽔槽等から安全蒸気ボイラへ燃料及び⽔を供給することで、漏えい液回収⽤スチームジェットへの蒸気供給を⽀援する機能 10条-8

使⽤済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去 使⽤済燃料及びその溶解液等から発⽣する崩壊熱を除去（⽔冷却）する機能 10条-19

・プルトニウムを含む溶液⼜は⾼レベル放射性液体廃棄物を保有する系統の配管からの漏えいであって、漏えいした溶液を放置した場合に沸騰するおそれがある場合には、漏えい液受⽫
により漏えいした溶液を保持（重⼒流で他の漏えい液受⽫に回収する配管を含む）するとともに、計測制御系統施設 計測制御設備の漏えい検知装置で漏えいを検知し、安全蒸気系
から供給される蒸気により駆動する漏えい液回収ポンプにより、漏えいした溶液を回収する機能
・漏えいした溶液の温度が⾼い場合に、漏えい液受⽫に希釈⽔を供給する機能

10条-6

沸騰のおそれのある漏えい⼜はｎ－ドデカンの引⽕点に達するおそれのある液漏えい液の漏えい検知、漏えい液受⽫における漏えい液の回収機能 10条-8

臨界防⽌として，全濃度臨界形状⼨法管理を⾏っている漏えい液受⽫における漏えい液の回収機能 10条-9

臨界防⽌として，プルトニウムを含む溶液の連続移送配管からの漏えい液回収が重⼒流によらない漏えい液受⽫の漏えい液回収及び漏えい検知機能 10条-10

液体状の放射性物質（プルトニウムを含む溶液及び⾼レベル廃液を除く）を内包する系統及び機器を設置する室における漏えい検知および漏えい液受⽫の漏えい液の保持による拡⼤
防⽌機能 10条-7

液体状の放射性物質（プルトニウムを含む溶液及び⾼レベル廃液を除く）を内包する系統及び機器を設置するセルにおける漏えい検知および漏えい液受⽫の漏えい液の保持による拡⼤
防⽌機能 10条-6

放射性物質を保持する系統の負圧維持 ・プルトニウムを含む溶液及び⾼レベル廃液を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納する建屋を，原則として，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それぞれの
気圧は，原則として，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡⼤を防⽌する機能 10条-14

放射性物質を保持する系統の負圧維持 プルトニウムを含む溶液及び⾼レベル廃液を内包する系統及び機器を除く放射性物質を内包する系統及び機器並びにセル等及びこれらを収納する建屋を，気体廃棄物の廃棄施設によ
り負圧に保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡⼤を防⽌する機能 10条-16

設計基準事故時における閉じ込め機能 設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防⽌の機能を確保し，⼀部の換気系統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体の
閉じ込めを確保する機能 10条-15

フードの⾯速維持 気体廃棄物の廃棄施設によりフード開⼝部からの空気流⼊⾵速を確保する機能 10条-18

10条-1

安全上重要な施設の安全機能の⽀援

セル等の漏えい拡⼤防⽌及び漏えい液回収

室等の漏えい拡⼤防⽌

第10条︓閉じ込めの機能
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第１表　再処理施設に求められる系統機能の⼀覧

条⽂ 系統機能名称 系統として求められる機能、性能の明確化 基本設計⽅針紐付け番号
（共通00　別紙２機能要求②を別添２に⽰す）

Pu溶液⼜はHAW溶液を保有する貯槽の⽔素掃気 放射線分解により発⽣する⽔素によって機器空間部の⽔素濃度が24時間未満で⽔素の可燃限界濃度である4vol%に⾄るおそれのある機器に対して、安全圧縮空気系から供給される
⽔素掃気⽤安全圧縮空気によって掃気対象貯槽空間部の⽔素を掃気する機能 11条/35条-40

⽔消⽕設備への消⽕⽔供給 各建屋へ消⽕⽤の⽔源としてろ過⽔貯槽（給⽔処理設備と兼⽤），消⽕⽤⽔貯槽，緊急時対策建屋⽤の消⽕⽔槽，防⽕⽔槽は必要な容量及び多重性を有し，各建屋⼜は緊
急時対策建屋内へ消⽕⽔を供給する機能 11条/35条-147,148,149,150,151,152,153

固定式ガス消⽕設備による消⽕ 固定式消⽕設備（全域，局所）による消⽕困難区域，最重要設備の⽕災影響軽減（系統分離⽤），制御室床下，制御盤内，ケーブルトレイでの⽕災時における消⽕機能 11条/35条-109,142,147

燃料貯蔵プール等の崩壊熱除去 燃料貯蔵プール等における使⽤済燃料集合体による崩壊熱を除去（⽔冷却）する機能 19条1-6

燃料貯蔵プール等の崩壊熱除去（⽔位維持） 燃料貯蔵プール等の使⽤済燃料集合体による崩壊熱除去（⽔冷却⽀援）に必要な⽔位を維持する機能 19条1-7

安全上重要な施設の安全機能の⽀援

各建屋へ消⽕⽤の⽔源としてろ過⽔貯槽（給⽔処理設備と兼⽤），消⽕⽤⽔貯槽，緊急時対策建屋⽤の消⽕⽔槽，防⽕⽔槽は必要な容量及び多重性を有し，各建屋⼜は緊
急時対策建屋内へ消⽕⽔を供給する機能ール⽔浄化系等の下位クラス設備に対して当該系統からプール⽔を供給しているため、地震時に当該下位クラス設備からプール⽔が漏えいした
際に、計測制御設備の流量計及び圧⼒計により漏えいを検知し、プール⽔冷却系の安全機能（【燃料貯蔵プール等の崩壊熱除去】）に影響を与えないよう、下位クラス設備と当該設
備を隔離することで、崩壊熱除去機能を維持する機能

19条1-6

燃料貯蔵プール等の浄化 燃料貯蔵プール等のプール⽔の⽔質をろ過装置等により維持（浄化）する機能 19条1-9

貯蔵ホールの崩壊熱除去（DB） 貯蔵ホールの換気により、ウラン・プルトニウム混合酸化物の崩壊熱を除去（強制空気冷却）する機能 19条2-4

放射性気体廃棄物の処理及び排気 各施設の塔槽類等から発⽣する廃ガス及びセル等内の雰囲気中から環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするよう，放射性物質の核種，性状，濃度に応じ
て，廃ガス洗浄塔，⾼性能粒⼦フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理をした後，⼗分な拡散効果の期待できる排気筒から監視しながら放出する機能 24条-3

放射性液体廃棄物の処理及び廃棄 周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公衆の線量を合理的に達成できる限り低くするよう，廃液の放射性物質の核種，性状，濃度に応じてろ過，脱塩，蒸発処理を⾏い，
放射性物質の量及び濃度を確認した上で，⼗分な拡散効果を有する海洋放出⼝から海洋に放出する機能 24条-4

放射性固体廃棄物の処理 各施設及び六ヶ所保障措置分析所（公益財団法⼈核物質管理センター運営）で発⽣する⾼レベル廃液，低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体, ＣＢ・ＢＰを処理する機能 25条-13

放射性固体廃棄物の貯蔵 ・放射性廃棄物を保管廃棄する機能
・ガラス固化体を冷却する機能 25条-12

第28条︓換気設備 換気設備による換気
・放射線障害を防⽌するために，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，放射線業務従事者に外気を供給し、必要な換気を⾏う機能
・汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより⾼い区域に向かって空気を流し、給排気量を適切に設定及び調節することにより、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持する
とともに，適切な換気・空調を⾏う機能

28条-4,5

第29条︓保安電源設備 ⾮常⽤ディーゼル発電機での発電 ・⾮常⽤ディーゼル発電機及び無停電電源装置により外部電源喪失時においても安全上重要な施設への電源供給を維持する機能
・外部電源の喪失が７⽇以上継続した場合でも⾮常⽤ディーゼル発電機の運転を継続できるように、必要な燃料を貯蔵及び移送する機能 29条-4,8

可溶性中性⼦吸収材の⾃動供給（SA）
臨界事故の発⽣を仮定する機器（溶解槽）で臨界事故が発⽣した場合に、溶解槽での臨界を計測制御系統施設　計装設備の臨界検知装置で検知し、計測制御系統施設　代替
可溶性中性⼦吸収材緊急供給回路からの信号により、その他再処理設備の附属施設　圧縮空気設備　安全圧縮空気系からの圧縮空気の供給により代替可溶性中性⼦吸収材緊
急供給弁が開となり、代替可溶性中性⼦吸収材緊急供給槽から溶解槽へ予め濃度調整された可溶性中性⼦吸収材を供給することで未臨界に移⾏し、及び未臨界を維持する機能

【可溶性中性⼦吸収材緊急供給系】
38条-4,5,6,9,15,16

臨界事故により発⽣する放射線分解⽔素の掃気

・臨界事故の発⽣を仮定する機器（溶解設備の溶解槽、エンドピース酸洗浄槽及びハル洗浄槽並びに精製建屋⼀時貯留処理設備の第５⼀時貯留処理槽及び第７⼀時貯留処理
槽）で臨界事故が発⽣した場合、臨界事故により発⽣した放射線分解⽔素を既設設備を使⽤して掃気する機能
・⼀般圧縮空気系と既設の配管を可搬型建屋内ホースで接続し、機器圧縮空気供給配管・弁から臨界事故の発⽣を仮定する機器に空気を追加供給し機器空間部の⽔素掃気する
機能

【臨界事故時⽔素掃気系】
38条-4,11,12,19,22

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留（臨界）

・臨界事故の発⽣を仮定する機器（溶解設備の溶解槽、エンドピース酸洗浄槽及びハル洗浄槽並びに精製建屋⼀時貯留処理設備の第５⼀時貯留処理槽及び第７⼀時貯留処理
槽）で臨界事故が発⽣した場合、これらの機器の廃ガス処理設備の流路を遮断し、臨界事故で発⽣した放射性物質を含む気体を廃ガス貯留槽に貯留し、⼤気中への放射性物質の
放出量を低減する機能
・廃ガス貯留槽の圧⼒が所定の圧⼒に達したのち、上記の廃ガス処理設備を再起動し、所定の経路により放射性物質を除去しながら、主排気筒を介して放出する機能

【廃ガス貯留設備】
38条-6,8,9,10,11,12,24,29

第38条︓臨界事故の拡⼤を防⽌するた
めの設備

第25条︓保管廃棄施設

第11条・第35条︓⽕災等による損傷の
防⽌

第19条︓使⽤済燃料の貯蔵施設等

第24条︓廃棄施設
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第１表　再処理施設に求められる系統機能の⼀覧

条⽂ 系統機能名称 系統として求められる機能、性能の明確化 基本設計⽅針紐付け番号
（共通00　別紙２機能要求②を別添２に⽰す）

内部ループへの通⽔による冷却 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発⽣を仮定する機器が内包する溶液を冷却するため、代替安全冷却⽔系により第１貯⽔槽の⽔を内部ループに通⽔することで、蒸発乾固の発⽣を
未然に防⽌する機能

【代替安全冷却⽔系】
39条-6,10,25,26,27,28,29,40,45

貯槽等への通⽔ 【内部ループへの通⽔による冷却】が機能しなかった場合に、代替安全冷却⽔系により第１貯⽔槽の⽔を蒸発乾固の発⽣を仮定する機器に注⽔することで、放射性物質の発⽣を抑制
し、及び蒸発乾固の進⾏を防⽌する機能

【代替安全冷却⽔系】
39条-7,20,25,27,28,40,45

冷却コイル等への通⽔による冷却 【内部ループへの通⽔による冷却】が機能しなかった場合に、代替安全冷却⽔系により第１貯⽔槽の⽔を蒸発乾固の発⽣を仮定する機器の冷却コイル⼜は冷却ジャケットへ通⽔すること
で、蒸発乾固の発⽣を仮定する機器が内包する溶液を未沸騰状態に維持する機能

【代替安全冷却⽔系】
39条-8,10,25,26,27,28,29,40,45

凝縮器への通⽔ 冷却⽔喪失による蒸発乾固の発⽣を仮定する機器において内包する溶液が沸騰した場合に、気相中に移⾏した放射性物質の⼤気中への放出を防⽌するため、廃ガス処理設備の流路
を遮断して放射性物質をセルに導出する際に、代替安全冷却⽔系により第１貯⽔槽の⽔を凝縮器へ供給し蒸気を凝縮させる機能

【代替安全冷却⽔系】
39条-9,10,25,26,27,28,29,40,45

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応
（管理放出︓蒸発乾固）

・蒸発乾固の発⽣を仮定する機器において内包する溶液が沸騰し、気相中に移⾏した放射性物質の⼤気中への放出を防⽌するため、廃ガス処理設備の流路を遮断して放射性物質を
セルに導出する際に、蒸気を凝縮させるとともに、セル導出ユニットフィルタを経由してセルに導出する機能
・蒸気の凝縮により発⽣する凝縮⽔を漏えい液受⽫等に貯留する機能
・導出先のセルから可搬型フィルタにより放射性エアロゾルを低減した上で、主排気筒を介して、⼤気中に放出する機能

【代替換気設備】
39条-4,6,7,8,9,20,21,23,24,32,37

⽔素爆発を未然に防⽌するための空気の供給 ・「放射線分解により発⽣する⽔素による爆発」の発⽣を仮定する機器へ可搬型空気圧縮機から圧縮空気を供給し、⽔素濃度を可燃限界濃度未満とし、これを維持する機能
・⽔素濃度の上昇速度が速い機器に対して、圧縮空気⾃動供給系から圧縮空気を⾃動供給し、⽔素濃度を可燃限界濃度未満とし、これを維持する機能

【代替安全圧縮空気系】
40条-
7,8,9,10,11,12,13,27,32,33,34,36,37,38,39,47,52

⽔素爆発の再発を防⽌するための空気の供給
【⽔素爆発を未然に防⽌するための空気供給】が機能せず、⽔素爆発が発⽣した場合において⽔素爆発が続けて⽣じるおそれがない状態を維持するため、【⽔素爆発を未然に防⽌する
ための空気供給】に使⽤する系統とは別の系統から⽔素爆発の発⽣を仮定する機器へ可搬柄空気圧縮機より圧縮空気を供給し、⽔素濃度を可燃限界濃度未満とする機能
・機器内の⽔素濃度の上昇速度が速い機器に対して、圧縮空気⼿動供給ユニットより圧縮空気を供給し、⽔素濃度を可燃限界濃度未満とする機能

【代替安全圧縮空気系】
40条-14,16,17,27,32,35,36,37,38,39,47,52

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応
（管理放出︓⽔素爆発）

⽔素爆発が発⽣すると、⽔素爆発によって発⽣する⾶まつに放射性物質が同伴して気相中に放射性エアロゾルとして移⾏し、⼤気中へ放出される放射性物質の量が増加するため、⽔素
爆発の発⽣を仮定する機器の気相中に移⾏する放射性物質をセルに導出し、⼤気中へ放出される放射性物質を低減する機能

【代替安全圧縮空気系】
40条-4,5,7,9,21,23,24,32,37

可搬型空気圧縮機による計装⽤空気の供給 放射線分解により発⽣する⽔素による爆発の発⽣を仮定する機器へ圧縮空気を供給するとともに，計装設備への圧縮空気を供給する場合に必要な圧縮空気供給量を有する設計と
し，これらを兼⽤できる機能

【代替安全圧縮空気系】
40条-39

第41条︓有機溶媒等による⽕災⼜は爆
発に対処するための設備 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留（TBP）

・ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発⽣を仮定する機器（プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮⽸）でＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発⽣した場合、塔槽類廃ガス処
理系(プルトニウム系)の流路を遮断し、ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応で発⽣した放射性物質を含む気体を廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に貯留し、⼤気中への放射性物質の
放出量を低減する機能
・廃ガス貯留槽の圧⼒が所定の圧⼒に達したのち、塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)を再起動し、所定の経路により放射性物質を除去しながら、主排気筒を介して放出する機能
・ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発⽣に伴い、廃ガスポットからセルへ導出される放射性物質を含む気体を精製建屋換気設備の所定の経路により放射性物質を除去しながら、主
排気筒を介して⼤気中へ放出する機能

【廃ガス貯留設備】
41条-6,7,8,9,10,11,24,26,29

燃料貯蔵プール等への注⽔ 燃料貯蔵プール等の冷却機能⼜は注⽔機能が喪失し、⼜は燃料貯蔵プール等からの⼩規模な⽔の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の⽔位が低下した場合において、代替
注⽔設備により第１貯⽔槽の⽔を燃料貯蔵プール等へ注⽔し⽔位を維持することで、使⽤済燃料を冷却し、及び放射線を遮蔽する機能 42条-2,8,9,10

燃料貯蔵プール等への⽔のスプレイ 燃料貯蔵プール等からの⼤量の⽔の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の⽔位が異常に低下した場合において、スプレイ設備により第１貯⽔槽 の⽔を燃料貯蔵プール等へスプ
レイすることにより、燃料貯蔵プール等内の使⽤済燃料の著しい損傷の進⾏を緩和し、及び放射性物質⼜は放射線の⼤気中への著しい放出による影響を緩和する機能 42条-18,22,23,24

燃料貯蔵プール等の⽔の漏えい抑制

・漏えい抑制設備のサイフォンブレーカにより、プール⽔冷却系の配管の破断によるサイフォン効果が発⽣した場合において，サイフォン効果を停⽌することにより，燃料貯蔵プール等からの
⼩規模な⽔の漏えいを抑制する機能
・漏えい抑制設備の⽌⽔板及び蓋により，地震によるスロッシングが発⽣した場合において，燃料貯蔵プール等からの溢⽔を抑制することにより，燃料貯蔵プール等からの⼩規模な⽔の
漏えいを抑制する機能

42条-34,39,40

建物放⽔による放射性物質の抑制
使⽤済燃料受⼊れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び⾼レベル廃液ガラス固化建屋において重⼤事故等が発⽣し，⼤気中へ
の放射性物質の放出に⾄るおそれがある場合，⼤型移送ポンプ⾞から供給する⽔を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放⽔砲により建物に放⽔し、放出される放射性物質を抑制
する機能

【放⽔設備】
44条-5,16,17,19,21

航空機衝突による航空機燃料⽕災及び化学⽕災に係る措置 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料⽕災，化学⽕災が発⽣した場合，⼤型移送ポンプ⾞から⽔及び泡消⽕薬剤を，可搬型建屋外ホースを介して可搬
型放⽔砲へ供給することで，放⽔による消⽕する機能

【放⽔設備】
44条-7,18,19,22

燃料貯蔵プール等への⼤容量の注⽔ 燃料貯蔵プール等からの⼤量の⽔の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の⽔位が異常に低下し，事業所外への放射線の放出に⾄るおそれがある場合，事業所外への放射線
の放出を抑制するために，⼤型移送ポンプ⾞から供給する⽔を，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを介して燃料貯蔵プール等へ注⽔する機能

【注⽔設備】
44条-39,44,46

第39条︓冷却機能の喪失による蒸発乾
固に対処するための設備

第40条︓放射線分解により発⽣する⽔
素による爆発に対処するための設備

第42条︓放射線分解により発⽣する⽔
素による爆発に対処するための設備

第44条︓⼯場等外への放射性物質等の
放出を抑制するための設備
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第１表　再処理施設に求められる系統機能の⼀覧

条⽂ 系統機能名称 系統として求められる機能、性能の明確化 基本設計⽅針紐付け番号
（共通00　別紙２機能要求②を別添２に⽰す）

第45条︓重⼤事故等への対処に必要と
なる⽔の供給設備 重⼤事故等への対処のための⽔源確保 重⼤事故等への対処を継続して⾏うために，重⼤事故等へ対処する⽔源である第１貯⽔槽へ第２貯⽔槽及び敷地外の⽔源の⽔を⼤型移送ポンプ⾞及び可搬型建屋外ホースを経

由して補給する機能 45条-7,16,17,18

換気設備による緊急時対策所の居住性確保 重⼤事故等が発⽣した場合において、当該重⼤事故等に対処するために必要な指⽰を⾏う要員がとどまることができるよう、環境条件に応じた運転モード（外気取⼊加圧モード（通常
運転状態）、再循環モード、緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧）の切替えにより居住性を確保する機能 50条-27,35,36,38

緊急時対策建屋⽤発電機での発電
外部電源が喪失し重⼤事故等が発⽣した場合において、当該重⼤事故等に対処するために必要な電⼒を緊急時対策建屋換気設備等の重⼤事故等対処設備の負荷へ給電する機
能
緊急時対策建屋⽤発電機が７⽇間以上の連続運転ができる燃料を供給する燃料補給設備及び発電機の運転に必要な空気を供給する機能

50条-107,120,121,122,124

換気等による制御室の居住性維持（DB）
・中央制御室フィルタユニットを通して外気を取り込み，中央制御室送⾵機によって中央制御室及び中央安全監視室に空気を送り込み，中央制御室内の空気を中央制御室排⾵機に
て外部へ放出する機能
・外部⽕災等により必要に応じて外気との連絡⼝を遮断して中央制御室内の空気を，中央制御室フィルタユニットを通して再循環し浄化する機能

23条-20,26

換気等による制御室の居住性維持（SA）

・常設の制御室換気設備で重⼤事項等に対処する場合，中央制御室は制御建屋中央制御室換気設備，使⽤済燃料の受⼊れ施設及び貯蔵施設の制御室は使⽤済燃料受⼊
れ・貯蔵建屋制御室換気設備により居住性を確保する機能
・地震等に起因して常設の制御室換気設備が機能を喪失する場合，中央制御室は代替中央制御室換気設備，使⽤済燃料の受⼊れ施設及び貯蔵施設の制御室は代替使⽤済燃
料受⼊れ・貯蔵建屋制御室換気設備により各々の制御室の居住性を確保する機能

48条-33,34,51,53

第23条・第48条︓制御室等／制御室

第30条・第50条︓緊急時対策所
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共通 09 【申請対象設備の選定】 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-1-1 
各条における申請対象設備 

（第 4条：核燃料物質の臨界防止） 
2022/6/2 R1  

別紙 1-1-2 

各条における申請対象設備 

（第 5条：安全機能を有する施設の地盤） 

（第 32 条：重大事故等対処施設の地盤） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-3 

各条における申請対象設備 

（第 6条：地震による損傷の防止） 

（第 33 条：地震による損傷の防止） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-4 

各条における申請対象設備 

（第 7条：津波による損傷の防止） 

（第 34 条：津波による損傷の防止） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-5 
各条における申請対象設備 

（第 8条：外部からの衝撃による損傷の防止） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-6 

各条における申請対象設備 

（第 9条：再処理施設への人の不法な侵入等の防

止） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-7 

各条における申請対象設備 

（第 10 条：閉じ込めの機能） 

（第 26 条：使用済燃料等による汚染の防止） 

2022/6/2 R1  
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-1-8 

各条における申請対象設備 

（第 11 条：火災等による損傷の防止） 

（第 35 条：火災等による損傷の防止） 

2022/6/2 R1  

別紙 1-1-9 

各条における申請対象設備 

（第 12 条：再処理施設内における溢水による損

傷の防止） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-10 

各条における申請対象設備 

（第 13 条：再処理施設内における化学薬品の漏

えいによる損傷の防止） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-11 
各条における申請対象設備 

（第 14 条：安全避難通路等） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-12 

各条における申請対象設備 

（第 15 条：安全上重要な施設） 

（第 16 条：安全機能を有する施設） 

2022/6/2 R1  

別紙 1-1-13 

各条における申請対象設備 

（第 17 条：材料及び構造） 

（第 37 条：材料及び構造） 

2022/6/2 R0  

別紙 1-1-14 

各条における申請対象設備 

（第 18 条：搬送設備） 

 

2022/6/2 R0  
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-1-15 
各条における申請対象設備 

（第 19 条：使用済燃料の貯蔵施設等） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-16 
各条における申請対象設備 

（第 20 条：計測制御系統施設） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-17 
各条における申請対象設備 

（第 21 条：放射線管理施設） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-18 
各条における申請対象設備 

（第 22 条：安全保護回路） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-19 
各条における申請対象設備 

（第 23 条：制御室等） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-20 
各条における申請対象設備 

（第 24 条：廃棄施設） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-21 
各条における申請対象設備 

（第 25 条：保管廃棄施設） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-22 
各条における申請対象設備 

（第 27 条：遮蔽） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-23 
各条における申請対象設備 

（第 28 条：換気設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-24 
各条における申請対象設備 

（第 29 条：保安電源設備） 
2022/6/2 R0 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-1-25 

各条における申請対象設備 

（第 30 条：緊急時対策所） 

（第 50 条：緊急時対策所） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-26 
各条における申請対象設備 

（第 31 条：通信連絡設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-27 
各条における申請対象設備 

（第 36 条：重大事故等対処設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-28 

各条における申請対象設備 

（第 38 条：臨界事故の拡大を防止するための設

備） 

2022/6/2 R1  

別紙 1-1-29 

各条における申請対象設備 

（第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対

処するための設備） 

2022/6/2 R1  

別紙 1-1-30 

各条における申請対象設備 

（第 40 条：放射線分解により発生する水素によ

る爆発に対処するための設備） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-31 

各条における申請対象設備 

（第 41 条：有機溶媒等による火災又は爆発に対

処するための設備） 

 

2022/6/2 R0 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-1-32 

各条における申請対象設備 

（第 42 条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-33 

各条における申請対象設備 

（第 44 条：工場等外への放射性物質等の放出を

抑制するための設備） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-34 

各条における申請対象設備 

（第 45 条：重大事故等への対処に必要となる水

の供給設備） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-35 
各条における申請対象設備 

（第 46 条：電源設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-36 
各条における申請対象設備 

（第 47 条：計装設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-37 
各条における申請対象設備 

（第 48 条：制御室） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-38 
各条における申請対象設備 

（第 49 条：監視測定設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-39 
各条における申請対象設備 

（第 51 条：通信連絡を行うための設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-1-40 共通 09 別紙 2一覧 2022/6/2 R1  
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-2-1-1-1 

系統として機能、性能を達成する設備 

（使用済燃料受入れ設備及び使用済燃料

貯蔵設備） 

2022/6/2 R0  

別紙 1-2-1-1-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（プール水冷却系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-1-1-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（プール水浄化系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-1-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（補給水設備） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-1-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（代替注水設備） 
2022/6/2 R0 ※詳細設計中 

別紙 1-2-1-4 
系統として機能、性能を達成する設備 

（スプレイ設備） 
2022/6/2 R0 ※詳細設計中 

別紙 1-2-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（せん断処理設備） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（溶解設備） 
2022/9/15 R4  

別紙 1-2-2-2-2 

系統として機能、性能を達成する設備 

（清澄・計量設備） 

 

2022/6/2 R0  
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-2-2-2-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-2-4 

系統として機能、性能を達成する設備 

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系） 

2022/6/2 R0 （溶解施設） 

別紙 1-2-2-3-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（分離設備） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-3-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（分配設備） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-3-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（分離建屋一時貯留処理設備） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-4-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（ウラン精製設備） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-4-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（プルトニウム精製設備） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-4-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（精製建屋一時貯留設備） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-4-4 

系統として機能、性能を達成する設備 

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系） 

2022/6/2 R0 
（精製施設） 

※詳細設計中 

34



 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-2-2-5-1-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（受入れ系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-5-1-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（蒸発濃縮系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-5-1-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（ウラン脱硝系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-5-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（溶液系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-5-2-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-5-2-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（焙焼・還元系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-5-2-4 
系統として機能、性能を達成する設備 

（粉体系） 
2022/6/2 R0  

別紙 1-2-2-6-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（第 1、第 2 酸回収系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-2-6-2-1 

系統として機能、性能を達成する設備 

（溶媒再生設備、分離・分配系、プルト

ニウム精製系、ウラン精製系） 

 

2022/6/2 R0 

 

35



 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-2-2-6-2-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（溶媒処理系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-3-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（制御室換気設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（せん断処理・溶解廃ガス処理設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-2-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（塔槽類廃ガス処理系） 
2022/6/2 R0 （分離建屋塔槽類廃ガス処理設備） 

別紙 1-2-4-1-2-3 

系統として機能、性能を達成する設備 

（塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）） 

2022/6/2 R0  

別紙 1-2-4-1-2-4 
系統として機能、性能を達成する設備 

（パルセータ廃ガス処理系） 
2022/6/2 R0 

（分離建屋、精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備） 

別紙 1-2-4-1-2-5 

系統として機能、性能を達成する設備 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-2-6 
系統として機能、性能を達成する設備 

（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系） 
2022/6/2 R0  
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-2-4-1-2-7 
系統として機能、性能を達成する設備 

（不溶解残渣廃液廃ガス処理系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-2-8 

系統として機能、性能を達成する設備 

（塔槽類廃ガス処理設備（設計基準対象の

施設のみ）） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-3 

系統として機能、性能を達成する設備 

（高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-4-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（前処理建屋換気設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-4-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（分離建屋換気設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-4-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（精製建屋換気設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-4-4 

系統として機能、性能を達成する設備 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-4-5 

系統として機能、性能を達成する設備 

（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備） 

2022/6/2 R0 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

別紙 1-2-4-1-4-6 

系統として機能、性能を達成する設備 

（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-4-7 

系統として機能、性能を達成する設備 

（建屋換気設備（設計基準対象の施設の

み）） 

2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-5 
系統として機能、性能を達成する設備 

（代替換気設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-1-6 
系統として機能、性能を達成する設備 

（廃ガス貯留設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-2-1-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（高レベル廃液濃縮系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-2-1-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（アルカリ廃液濃縮系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-2-1-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（高レベル濃縮廃液貯蔵系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-2-1-4 
系統として機能、性能を達成する設備 

（不溶解残渣廃液貯蔵系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-2-1-5 
系統として機能、性能を達成する設備 

（アルカリ濃縮廃液貯蔵系） 
2022/6/2 R0 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

 

別紙 1-2-4-2-1-6 
系統として機能、性能を達成する設備 

（共用貯蔵系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-2-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（低レベル廃液処理設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-3-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（高レベル廃液ガラス固化設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-3-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（低レベル固体廃棄物処理設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-3-2-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（廃樹脂貯蔵系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-4-3-2-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（ハル・エンドピース貯蔵系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（電気設備）） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（安全圧縮空気系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-2-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（代替安全圧縮空気系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-2-3 系統として機能、性能を達成する設備 2022/6/2 R0  

39



 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1 再処理施設 

（臨界事故時水素掃気系） 

別紙 1-2-5-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（水供給設備） 
2022/6/2 R0 ※詳細設計中 

別紙 1-2-5-4-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（安全冷却水系） 
2022/8/10 R2 

 

別紙 1-2-5-4-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（代替安全冷却水系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-5 
系統として機能、性能を達成する設備 

（安全蒸気系） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-6 
系統として機能、性能を達成する設備 

（分析設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-7 
系統として機能、性能を達成する設備 

（火災防護設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-8-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（緊急時対策建屋換気設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-5-8-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（緊急時対策建屋電源設備） 
2022/6/2 R0 

 

別紙 1-2-6 別紙 1-2 における共通的な記載事項 2022/8/10 R3  

別紙 1-3 単体設備に係る申請対象設備 2022/6/2 R1  

別紙 1-4 後次回にて詳細化する設備 2022/6/2 R0  
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共通 09 【申請対象設備の選定】 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX 燃料加工施設 

別紙 2-1-1 
各条における申請対象設備 

（４条：核燃料物質の臨界防止） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-2 

各条における申請対象設備 

（５条：安全機能を有する施設の地盤） 

（26 条：重大事故等対処施設の地盤） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-3 

各条における申請対象設備 

（６条：地震による損傷の防止） 

（27 条：地震による損傷の防止） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-4 

各条における申請対象設備 

（７条：津波による損傷の防止） 

（28 条：津波による損傷の防止） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-5 
各条における申請対象設備 

（８条：外部からの衝撃による損傷の防止） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-6 

各条における申請対象設備 

（９条：加工施設への人の不法な侵入等の防

止） 

2022/7/13 R１ 

 

41



 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX 燃料加工施設 

別紙 2-1-7 

各条における申請対象設備 

（10 条：閉じ込めの機能） 

 

2022/7/13 R１ 

 

別紙 2-1-8 

各条における申請対象設備 

（11 条：火災等による損傷の防止） 

（29 条：火災等による損傷の防止） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-9 

各条における申請対象設備 

（12 条：加工施設内における溢水による損

傷の防止） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-10 
各条における申請対象設備 

（13 条：安全避難通路等） 
2022/7/13 R１ 

 

別紙 2-1-11 
各条における申請対象設備 

（14 条：安全機能を有する施設） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-12 

各条における申請対象設備 

（15 条：材料及び構造） 

（31 条：材料及び構造） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-13 
各条における申請対象設備 

（16 条：搬送設備） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-14 
各条における申請対象設備 

（17 条：核燃料物質の貯蔵施設） 
2022/7/13 R０ 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX 燃料加工施設 

別紙 2-1-15 

各条における申請対象設備 

（18 条：警報設備等） 

 

2022/7/13 R１ 

 

別紙 2-1-16 

各条における申請対象設備 

（19 条：放射線管理施設） 

（37 条：監視測定設備） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-17 
各条における申請対象設備 

（20 条：廃棄施設） 
2022/7/13 R１ 

 

別紙 2-1-18 
各条における申請対象設備 

（22 条：遮蔽） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-19 
各条における申請対象設備 

（23 条：換気設備） 
2022/7/13 R１ 

 

別紙 2-1-20 
各条における申請対象設備 

（24 条：非常用電源設備） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-21 

各条における申請対象設備 

（25 条：通信連絡設備） 

 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-22 

各条における申請対象設備 

（30 条：重大事故等対処設備） 

 

2022/7/13 R０ 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX 燃料加工施設 

別紙 2-1-23 

各条における申請対象設備 

（32 条：臨界事故の拡大を防止するための

設備） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-24 

各条における申請対象設備 

（33 条：閉じ込める機能の喪失に対処する

ための設備） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-25 

各条における申請対象設備 

（34 条：工場等外への放射性物質の拡散を

抑制するための設備） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-26 

各条における申請対象設備 

（35 条：重大事故等への対処に必要となる

水の供給設備） 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-27 
各条における申請対象設備 

（36 条：電源設備） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-28 

各条における申請対象設備 

（38 条：緊急時対策所） 

 

2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-1-29 

各条における申請対象設備 

（39 条：通信連絡設備） 

 

2022/7/13 R０ 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX 燃料加工施設 

別紙 2-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（低レベル廃液処理設備） 
2022/7/13 R３ 

 

別紙 2-2-2 

系統として機能、性能を達成する設備 

（火災防護設備（消火設備）） 2022/7/13 R２ 

グローブボックス消火装置及び窒素ガス消火

装置は、一部設計見直しを行っていることか

ら、設計の見直しが完了後，再整理する。 

別紙 2-2-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（廃棄施設（気体廃棄物の廃棄設備）） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-2-4 
系統として機能、性能を達成する設備 

（非常用電源設備） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-2-5 
系統として機能、性能を達成する設備 

（分析済液処理装置） 
2022/7/13 R０ 

 

別紙 2-3 機器単体として機能、性能を達成する設備 2022/7/13 R１  

別紙 2-4 後次回にて詳細化する設備 2022/7/13 R１  
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再処理施設
共通00 別紙２ 機能要求②

別添２
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第４条：核燃料物質の臨界防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

2

また，単一ユニットの臨界安全設計に当たり，これらの管理に対して適切
な臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値（以下「核的制限
値」という。）を設定する。

機能要求②

3

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化学的性
状，カドミウム，ほう素及びガドリニウムの中性子の吸収効果，酸化物中
の水分濃度，バケット中のペレット間隔及び水の密度による減速条件及び
構造材の反射条件に関し，工程及びユニットの設置環境，使用済燃料の仕
様も含めて，それぞれの想定される状態の変動の範囲において，中性子増
倍率が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差も含めて，十
分な安全余裕を見込んで設定する。

機能要求②
設置要求

7

また，複数ユニットの臨界安全設計に当たり，単一ユニット相互間の中性
子相互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間
接的に管理可能な単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形
状寸法について適切な核的制限値を設定する。

機能要求②

8

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収効
果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の落
下，転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲に
おいて，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差を
含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理表に記載さ
れている機器
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
燃料供給設備
せん断処理設備
溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（焙焼・還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備
分析設備

臨界防止に係る以下の設備
計測制御設備（安全上重要な施設及び
安全上重要な施設と同等の信頼性を維
持する施設）
分離設備（主要弁）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）（主
要弁）

以下の設備の臨界安全管理表に記載さ
れている機器
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
分離設備
分配設備
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備
分析設備

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

10

複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ構造
材を使用し固定する設計とする。

機能要求②

12

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器へ溶液を連続的に
移送する場合については，計測制御系統施設の放射線検出器により核燃料
物質濃度が有意量以下であることを監視する設計とする。

設置要求
機能要求②

分配設備（主要弁）
プルトニウム精製設備（主要弁）

計測制御設備（分配設備　プルトニウ
ム洗浄器中性子検出器，プルトニウム
洗浄器アルファ線検出器，プルトニウ
ム精製設備　プルトニウム洗浄器アル
ファ線検出器，プルトニウム洗浄器ア
ルファ線検出器の故障警報に係る工程
停止回路）

安全保護回路（分離施設のプルトニウ
ム洗浄器中性子計数率高による工程停
止回路）

13

設計基準事故として臨界が発生した場合にも，その影響を緩和できるよ
う，臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨界事故を想定した場合
に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそれのあるセル及び室の周
辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装置を設置する設計と
する。

機能要求②

放射線監視設備（屋内モニタリング設
備）（臨界警報装置）

14

臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解槽は，万一，臨界が発生した
場合においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収
材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じ
られる設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶解設備（溶解槽，可溶性中性子吸収
材緊急供給槽，主要弁，主配管）
計測制御設備（溶解槽 放射線レベル
計）
安全保護回路（可溶性中性子吸収材緊
急供給回路及びせん断停止回路）

49



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条・第33条：地震による損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(1/1)

97 c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震重要施設，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等
対処施設及び波及的影響の設計対象とする下位クラス施設のうち，地下に
空間を有する建物・構築物の耐震性を確保するため，周囲の地下水を排水
できるよう地下水排水設備(サブドレンポンプ，水位検出器等)を設置す
る。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持でき
る設計とするとともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力
に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計とする。

定義
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
地下水排水設備（集水管・サブドレン
管・サブドレンピット・サブドレン
シャフト・サブドレンポンプ・揚水
管・水位検出器・制御盤・電源）

22 (f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影
響によって，その安全機能を損なわない設計とする。

31

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外
の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大
事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために
必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

耐震重要施設に対し波及的影響を及ぼ
すおそれのある耐震重要度の下位クラ
ス施設

重大事故等対処施設に対し波及的影響
を及ぼすおそれのある施設

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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第８条：外部からの衝撃による損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

施設共通　基本設計方針
(耐火被覆又は遮熱版)

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

電気設備（ディーゼル発電機）
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮
廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃
液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備）
竜巻防護対策設備

設置要求
機能要求②

航空機墜落火災の熱影響により，外部火災防護対象施設の安全機能を損な
うおそれがある場合には，耐火被覆又は遮熱板による対策を講ずることに
より安全機能を損なわない設計とする。
耐火被覆（主材）は，１時間耐火の大臣認定を取得した塗料を用い，必要
厚さ以上を施工する設計とする。
耐火被覆の施工にあたっては，主材に対し，主材の剥がれを防止するた
め，上記認定を受けた下塗りを施工し，劣化等から保護する中塗り及び上
塗りの塗装を施工する設計とする。
耐火被覆に係る塗装は，全周方向の輻射を遮るように，火災の直近となる
施設の部材は全てを，その他の部材は離隔距離が確保できない部材に対し
施工する設計とする。
遮熱板は，耐火被覆に係る塗装を施工した鋼板を用いることとし，耐火被
覆を施工できない駆動部等の部材に対し，全周方向の輻射を遮るように設
置するとともに，点検等の保守性も考慮した設計とする。

43
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

基本方針
(竜巻防護対策設備)

基本方針
(竜巻防護対策設備)

35

(2)　飛来物防護ネット
　飛来物防護ネットは，防護ネット及び防護板(鋼材)とそれらを支持する
支持架構で構成し，以下の設計とする。
ａ．防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収できる強度を有する
設計とする。
ｂ．防護ネットは,飛来物の衝突によりたわみが生じた場合でも，竜巻防
護対象施設に衝突しない離隔距離を確保する設計とする。
ｃ．防護ネットは，設計飛来物の通過を防止できる設計とする。
ｄ．防護ネット及び防護板(鋼製材)を支持する支持架構に直接設置する防
護ネットは，ネットと支持架構の隙間を設計上考慮する飛来物の大きさ以
下とするため，鋼製の補助防護板を設置する設計とする。
ｅ．防護板(鋼材)は，設計飛来物の貫通を防止できる設計とする。
ｆ．防護ネット及び防護板(鋼製材)を支持する支持架構は，設計荷重(竜
巻)に対して，構造健全性を維持できる設計とする。
ｇ．飛来物防護ネットは，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない
設計とする。
ｈ．飛来物防護ネットは，地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護
対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

評価要求
機能要求②

34

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔B）

(1)　飛来物防護板
　飛来物防護板は，防護板(鋼材)とそれを支持する支持架構，若しくは建
屋に支持される防護板(鉄筋コンクリート)で構成し，以下の設計とする。
ａ．防護板は，設計飛来物の貫通を防止できる設計とする。
ｂ．防護板(鋼製材)を支持する支持架構は，設計荷重(竜巻)に対して，構
造健全性を維持できる設計とする。
ｃ．飛来物防護板は，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計
とする。
ｄ．飛来物防護板は，地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象
施設に波及的影響を与えない設計とする。

評価要求
機能要求②

竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（前処理建屋　安全蒸気系設置室）
・飛来物防護板（前処理建屋　非常用所内電源系統
及び計測制御系統施設設置室　A　東ブロック）
・飛来物防護板（前処理建屋　非常用所内電源系統
及び計測制御系統施設設置室　A　南ブロック）
・飛来物防護板（前処理建屋　非常用所内電源系統
及び計測制御系統施設設置室　B）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用所内電源系統及
び計測制御系統施設設置室　A）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用所内電源系統及
び計測制御系統施設設置室　B）
・飛来物防護板（高レベル廃液ガラス固化建屋　非
常用所内電源系統及び計測制御系統施設　A）
・飛来物防護板（高レベル廃液ガラス固化建屋　非
常用所内電源系統及び計測制御系統施設　B）
・飛来物防護板（高レベル廃液ガラス固化建屋　非
常用所内電源系統，計測制御系統施設及び安全冷却
水系設置室）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室
A　北ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室
A　南ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室
B　北ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室
B　南ブロック）
・飛来物防護板（第１ガラス固化体貯蔵建屋　床面
走行クレーン　遮蔽容器設置室）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　主排気筒周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　分離建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　精製建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）
・飛来物防護板（制御建屋　中央制御室換気設備設
置室）
・飛来物防護板（冷却塔接続　屋外設備）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

第1章共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
　安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若
しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合に
おいても，セル，グローブボックス及びこれらと
同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル
等」という。）若しくは建屋内に保持し，放射性
物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

・プルトニウム精製設備の注水槽，注水槽の液位計
・北換気筒
・低レベル廃棄物処理建屋換気筒

・施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水冷
却系，プール水浄化系，補給水設備）
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，蒸発濃縮系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系，
焙焼・還元系，粉体系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・ウラン酸化物貯蔵設備
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理系
（分離建屋），パルセータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処理系（ウラン
系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム），パルセータ廃ガス処理系（精製建
屋），溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶
解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃
縮廃液処理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処
理系，塔槽類廃ガス処理系（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類
廃ガス処理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，アルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮
廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系，第2低レベル廃液処理系，使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，油分除去系，海洋放出管理系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃
棄物処理系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系）
・安全圧縮空気系
・安全冷却水系
・分析設備

上記の設備のうち，使用済燃料等を内包又は取り扱う主要な系統及び機器

・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋排気系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気
系，前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精製建屋排気系，ウラン脱硝建屋排気系，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋排気系，高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系，第１ガラス固化体貯蔵建屋排気
系，低レベル廃液処理建屋排気系，低レベル廃棄物処理建屋排気系，ハル・エンド
ピース貯蔵建屋排気系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系，
分析建屋排気系）

上記の換気設備のうち，主要な系統及び機器

1

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

56



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

6

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を
収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏えい
液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に
漏えいした場合は，漏えい検知装置により検知
し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいし
た液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理で
きる設計とする。

機能要求②
評価要求

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・計測制御設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処理系
（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）,ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃
ガス処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋排気系）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，アルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮
廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第１低レベル廃液処理系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・分析設備

上記の設備のうち，セル等からの漏えい液回収に係る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏えい検知装置
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えい検知装置及び漏えい液受皿から最終
回収先の貯槽までの配管

※漏えいした液が沸騰又は爆発のおそれのある液体状の放射性物質を内包する機器か
らの漏えいにおける受皿以降の回収系統は，項目番号8で抽出する。
※未臨界濃度以上のプルトニウム溶液を連続移送する配管からの漏えいの可能性があ
り，回収が重力流によらない漏えい液受皿の集液溝を監視する装置については，項目
番号10で抽出する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

機能要求②
評価要求

　漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれ
があるか又はTBP，n-ドデカン及びこれらの混合物
（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした
液がn-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセ
ル等については，漏えいを検知するための漏えい
検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場
合でも，漏えいした液を確実に移送するために，
スチームジェットポンプを使用する場合の蒸気は
その他再処理設備の附属施設の安全蒸気から，ポ
ンプを使用する場合の電源は非常用所内電源系統
から供給する設計とする。また，ポンプは，多重
化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に
至らない間に修理又は交換できる設計とする。

8

7

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を
設置する室の床には漏えい液受皿を設置し，万一
液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えい
を検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏
えいした液の移送及び処理ができる設計とする。

機能要求②
評価要求

・使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
・ウラン精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入系，蒸発濃縮系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系）
・溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
・高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系，海洋放出管理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液処理系,廃溶媒処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピ－ス貯蔵系）
・分析設備

上記の設備のうち，室に設置している漏えい液受皿からの漏えい液回収に係る系統及
び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏えいを検知するための設備
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えいを検知するための設備及び漏えい液
受皿から最終回収先の貯槽までの配管

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残
渣廃液貯蔵系，共用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・計測制御設備
・安全蒸気系

上記の設備のうち，沸騰のおそれがある又はn-ドデカンの引火点に達するおそれのあ
るセル等に設置している漏えい液受皿，漏えい検知装置，漏えい液受皿から回収貯槽
までの配管，ポンプで回収する場合はポンプ，スチームジェットポンプで回収する場
合はスチームジェットポンプ並びに安全蒸気の供給に必要な系統及び機器を対象とす
る。発熱量が多く，安全に回収するために希釈が必要な場合には，希釈液の供給系統
も含める。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

12
　熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質
を内包する設備へ供給する場合は，熱媒中への放
射性物質の漏えいを検知できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
セル内に熱媒を供給する設備の経路上に設置している計測制御設備

・プルトニウム精製設備
・精製施設一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）

上記の設備のうち，臨界防止として，液厚管理の必要がある漏えい液受皿

機能要求②
評価要求

　精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設
のウラン・プルトニウム混合脱硝設備には，通常
の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸
プルトニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限
体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液
を内包する機器から，万一漏えいが発生した場合
でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計と
する。

9

設置要求
機能要求②
評価要求

・計測制御設備のセル内漏えい検知カメラ

【機能要求②】
・プルトニウム精製設備
・計測制御設備

上記の設備のうち，連続移送配管から漏えいした未臨界濃度以上のプルトニウムを含
む溶液の回収が重力流によらない漏えい液受皿，漏えい検知装置

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系，
焙焼・還元系，粉体系）
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理系
（分離建屋），パルセータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処理系（プルト
ニウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス
処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精製建屋排気系，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋排気系，高レベル廃液ガラス固化建屋排気系）
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

・建屋給気閉止ダンパ

10

　連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏
えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流
によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管
理の観点から多重化し，万一漏えいした場合に
は，漏えいを確実に検知し移送する設計とする。
　通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度
以上のプルトニウムを含む溶液を連続移送する配
管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルト
ニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合
は，漏えい液受皿の集液溝を監視する装置によ
り，漏えいを検知する設計とする。

14

　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内
包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納
する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設
により常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則
として，建屋，セル等，系統及び機器の順に低く
することで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい
及び逆流を防止する設計とするとともに，フィル
タ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した
後，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理
建屋換気筒から放出する設計とする。
　なお，放射性物質を適切に除去するための系統
及び機器に係る設計方針については，第2章　個別
項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
冒頭宣言
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

15

16

　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内
包する系統及び機器を除く放射性物質を内包する
系統及び機器並びにセル等及びこれらを収納する
建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保
ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び
機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
・酸回収設備（第1酸回収系，第2酸回収系）
・溶媒回収設備（溶媒処理系）
・精製建屋一時貯留処理設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理系
（分離建屋），塔槽類廃ガス処理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ
ム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝
建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガ
ス処理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系（低レベル廃棄
物処理建屋），チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋排気系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気
系，前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精製建屋排気系，ウラン脱硝建屋排気系，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋排気系，高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系，
低レベル廃液処理建屋排気系，低レベル廃棄物処理建屋排気系，ハル・エンドピース
貯蔵建屋排気系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系，分析建
屋排気系）
・主排気筒
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系，第2低レベル廃液処理系，油分除
去系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（雑固体廃棄物処理系）
・分析設備

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

機能要求②

　設計基準事故時においても，可能な限り負圧維
持並びに漏えい及び逆流防止の機能が確保される
設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損
なわれた場合においても，再処理施設全体として
気体の閉じ込め機能を確保する設計とする。

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理系
（分離建屋），パルセータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処理系（プルト
ニウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス
処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精製建屋排気系，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋排気系，高レベル廃液ガラス固化建屋排気系）
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

・建屋給気閉止ダンパ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

21

　液体状の放射性物質を取り扱う設備の周辺部又
は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に
は，堰を設置することにより，液体状の放射性物
質が施設外へ漏えいすることを防止する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・低レベル廃棄物処理建屋
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

上記の建屋において，施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に設置している液体
状の放射性物質の施設外への漏えいを防止する堰

18
　フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部
からの空気流入風速を確保する設計とする。

機能要求②

・プルトニウム精製設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（低レベル廃棄物処理建屋））
・換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系，分離建屋排気系，精製建屋排気
系，ウラン脱硝建屋排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系，分析建屋排
気系）
・分析設備

上記の設備のうち，フード及びフードからの排気系

17

　再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放
射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱
による異常な温度上昇を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

機能要求②

・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系，
焙焼・還元系，粉体系）

上記の設備のプルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックス

19

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残
渣廃液貯蔵系，共用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・安全冷却水系

上記設備のうち、事業変更許可添付書類六第９.５－２表に記載の崩壊熱除去用冷却
水を必要とする機器へ冷却水を供給する系統及び機器（冷却塔，ポンプ，熱交換器，
容器）

・使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備のうち使用済燃料収
納使用済燃料輸送容器保管庫，燃料取出し設備のうち燃料取出しピット及び燃料仮置
きピット）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備のうち燃料移送水路，燃料貯蔵設備のうち燃料
貯蔵プール及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット，燃料送出し設
備のうち燃料送出しピット，プール水冷却系の主要な系統及び機器，補給水設備の主
要な系統及び機器）
・安全冷却水系の主要な系統及び機器
・計測制御設備

・換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室からの排気
系）

・ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピット，冷却空気入り口シャフト，冷却空気出口シャ
フト

　プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグ
ローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉
できる設計とする。

61



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11条・第35条：火災等による損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２

29
　蒸発缶を減圧するための系統の圧力を監視し，圧力高により警報を発す
るとともに自動で不活性ガス(窒素)を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶へ
の供給及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶媒回収設備　溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

30
　溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高により警報を発するとともに自動で
不活性ガス(窒素)を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶への供給及び加熱蒸
気の供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶媒回収設備　溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

24

　放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器は，化学的
制限値(n-ドデカンの引火点74℃)を設定し，化学的制限値を超えて加温す
ることがないように，溶液の温度を監視して，温度高により警報を発する
とともに，自動で加温を停止する設計とする。

運用要求
機能要求①
機能要求②

安全保護回路
溶媒回収設備 溶媒再生系　分離・分
配系
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　ウラン精
製系
溶媒回収設備 溶媒再生系　プルトニ
ウム精製系
施設共通　基本設計方針
【機能要求②】
計測制御設備

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

32
外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を
監視し，温度高により外部ヒータ加熱及び廃溶媒供給を停止する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

廃溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

33
　熱分解ガスを燃焼する装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視
し，温度低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

廃溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

37

　TBP等の錯体の急激な分解反応のおそれのある機器には，熱的制限値(加
熱蒸気の最高温度135℃)を設定し，濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気
の温度を加熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高によ
り警報を発するとともに，加熱蒸気の温度が設定値を超えないように，蒸
気発生器に供給する一次蒸気及び濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気を
自動で遮断する設計とする。

機能要求①
機能要求②

安全保護回路
分配設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
酸回収設備 第2酸回収系
高レベル廃液処理設備 高レベル廃液
濃縮系
【機能要求②】
計測制御設備

40
　または，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備から空気を供給
(水素掃気)する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配
系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
溶液系
高レベル廃液濃縮系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備
安全圧縮空気系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

43

　洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の一般圧縮空気
系から空気を供給し，廃ガス中の水素濃度を可燃限界濃度未満に抑制する
設計とする。さらに，洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低によ
り警報を発するとともに，自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽
類廃ガス処理系
【機能要求②】
計測制御設備

46

　運転で水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設
備の還元炉は，化学的制限値(還元用窒素・水素混合ガス中の可燃限界濃
度ドライ換算6.4vol%)を設定し，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合
ガス中の水素濃度を測定し，空気といかなる混合比においても可燃限界濃
度未満となるように設計する。万一，水素濃度が設定値を超える場合に
は，還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する設計と
する。

機能要求①
機能要求②

還元ガス供給系
【機能要求②】
計測制御設備
安全保護回路

109

b．中央制御室床下コンクリートピットの影響軽減対策
　中央制御室の制御室床下コンクリートピットに敷設する互いに相違する
系列のケーブルに関しては， 1時間以上の耐火能力を有する分離板又は隔
壁で系列間を分離する設計とする。
　また，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器を組み合わせて設置
し，火災の発生場所が特定できる設計とする。
　さらに，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能なハロゲン
化物消火設備を設置する設計とする。
　なお，火災防護上の最重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室についても同等の設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(床下)
二酸化炭素消火器
消火器)

124

7.8.1　火災区域構造物及び火災区画構造物
　火災区域は，第1章　共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び
「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁により隣接する他の火災区域
と分離する設計とする。
　火災区画は，第1章　共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び
「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁，離隔距離及び系統分離状況
に応じて火災区域を分離する設計とする。

機能要求②
基本方針
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

125

　このうち，火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3
時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災
耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の
火災区域と分離する。

機能要求②
基本方針
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

126
　また，重大事故等対処施設を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能
力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。

機能要求②
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

142

　火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等及び重大事故
等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙又は
放射線の影響により消火活動が困難となる箇所として多量の可燃性物質を
取り扱う火災区域又は火災区画(危険物の規制に関する政令に規定される
著しく消火困難な製造所等に該当する場所となる放射性物質が含まれる有
機溶媒等を貯蔵するセル)，可燃性物質を取り扱い構造上消火活動が困難
となる火災区域又は火災区画(制御室床下及び一般共同溝)，等価火災時間
が3時間を超える火災区域又は火災区画及び電気品室等の火災区域又は火
災区画については，自動又は制御室等からの手動操作による固定式消火設
備を設置することにより，消火活動を可能とする設計とする。

設置要求
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(全域),
二酸化炭素消火設備(全域),
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブ
ルトレイ消火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

147

(1) 消火設備の消火剤の容量
　消火設備の消火剤は，想定される火災の性質に応じた十分な容量とし
て，消防法施行規則，又は試験結果に基づく消火剤容量を配備する設計と
する。

機能要求②
評価要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(全域),
二酸化炭素消火設備(全域),
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブ
ルトレイ消火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
消火水供給設備

148
　消火用水供給系の水源は，消防法施行令，危険物の規制に関する規則及
び都市計画法施行令に基づくとともに，2時間の最大放水量に対し十分な
容量を有する設計とする。

機能要求②
基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽,ろ過水貯槽)

149
　また，緊急時対策建屋の水源は，消防法施行令に基づくとともに，2時
間の最大放水量に対し十分な容量を有する設計とする。

機能要求②
火災防護設備 消火設備
(消火水槽(AZ),防火水槽(AZ))

150

(2) 消火設備の系統構成
a．消火用水供給系の多重性又は多様性
　消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽(廃棄物管理施設，MOX燃料加
工施設と共用(以下同じ。))及び消火用水貯槽(廃棄物管理施設，MOX燃料
加工施設と共用(以下同じ。))を設置し，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽,ろ過水貯槽)

151
　緊急時対策建屋の水源は，同建屋に消火水槽，建屋近傍に防火水槽を設
置し，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

火災防護設備 消火設備
(消火水槽(AZ),防火水槽(AZ))
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

152

　消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ
(廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設と共用(以下同じ。))に加え，ディー
ゼル駆動消火ポンプ(廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設と共用(以下同
じ。))を1台ずつ設置することで，多様性を有する設計とするとともに，
消火配管内を加圧状態に保持するため，機器の単一故障を想定し，圧力調
整用消火ポンプ(廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設と共用(以下同じ。))
を2台設ける設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ,
　ディーゼル駆動消火ポンプ)

153

　また，緊急時対策建屋の消火ポンプは電動機駆動消火ポンプを2台設置
することで，多重性を有する設計とする。
　なお，防火水槽から緊急時対策建屋への送水のため，消防車等を配備す
ることを保安規定に定めて，管理する

設置要求
機能要求①
機能要求②
運用要求

火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ(AZ),
移動式消火設備)
施設共通　基本設計方針
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第12条：再処理施設内における溢水による損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１２条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設
備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)
漏えい抑制設備

基本方針
施設共通　基本設計方針
溢水評価対象の安重設備
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰，
遮断弁)

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

27

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出
した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわな
いことを評価する。
没水による影響評価結果を踏まえ，壁，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン
逆止弁の設置等の対策を行うことにより，溢水防護対象設備が没水により
安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求

32

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する
溢水評価及び防護設計方針
基準地震動による地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵
プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価す
る。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置すること
により溢水量を低減する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１２条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

37

(1)　流入防止対策として設置する防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁
及び貫通部止水処置は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入
防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止
する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水し
ないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁及び貫
通部止水処置並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水により発
生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするととも
に，基準地震動による地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重
や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
溢水防護設備(堰，防水扉，水密扉)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置すること
によりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能
及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を確保する設計とする。
止水板及び蓋は，地震や火災荷重や環境条件に対して，スロッシングを水
量を低減する性能が損なわれない設計とする。

施設共通　基本設計方針
溢水防護設備(止水板及び蓋)

設置要求
機能要求②
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第13条：再処理施設内における化学薬品の 

漏えいによる損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針の申請書単位での展開表
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

基本方針
施設共通　基本設計方針
化学薬品の漏えい評価対象の安重設備

30

7.7 　化学薬品防護建屋内で発生する化学薬品の漏えいに関する化学薬品
の漏えい評価及び防護設計方針
7.7.1 　没液の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した化学薬品の漏えい源から発生する漏えい量と化学薬品防護区画及
び化学薬品の漏えい経路から算出した化学薬品の漏えい液位に対し，化学
薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわないことを評価する。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

39

(1) 流入防止対策として設置する防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁及
び貫通部止水処置は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防
止対策を図ることにより化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対し
て，流入を防止する設計とする。
また，化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰は，化学薬品防護対象設備
が没液しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁及び貫
通部止水処置並びに化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰は，漏えいし
た化学薬品により発生する液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的
損傷の影響に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準
地震動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生じる
荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
化学薬品防護設備(防水扉，水密扉，
堰)
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第17条・第37条：材料及び構造 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

2

9.3.1.1.1　材料
　安全機能を有する施設の容器等は，その使用される圧力，温度，荷重，
接液する腐食性流体その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化
学的成分を有する材料を使用する設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備

3

9.3.1.1.2　構造
　安全機能を有する施設の容器等（ダクト及び支持構造物は除く。）は，
最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下
「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える設計と
する。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
（ダクト及び支持構造物は除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

4
　安全機能を有する施設の容器等のうちダクトは，設計条件において，延
性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。

機能要求②
安全機能を有する施設の容器等のうちダクト
・制御室換気設備
・換気設備

7
　安全機能を有する施設の容器等（ダクトは除く。）は，設計条件におい
て，座屈が生じない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・安全圧縮空気系
・安全冷却水系
・安全蒸気系
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

14

9.3.2.1.1　材料
　常設重大事故等対処設備の容器等は，その使用される圧力，温度，荷
重，接液する腐食性流体その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及
び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器等
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・制御室換気設備

12

　ただし，可搬型の重大事故等対処設備の容器等（以下「可搬型重大事故
等対処設備の容器等」という。）であって，完成品は，以下によらず，消
防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合して
いることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確
保できる設計とする。

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

16
9.3.2.1.2　構造
　重大事故等対処設備の容器等（常設のダクト及び支持構造物は除く。）
は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器等（ダクト及び支
持構造物は除く。）
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

15
　可搬型重大事故等対処設備の容器等は，その使用される圧力，温度，荷
重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的強
度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

17
　常設重大事故等対処設備の容器等のうちダクトは，設計条件において，
延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。

機能要求②
常設重大事故等対処設備の容器等のうちダクト
・換気設備
・制御室換気設備

16
9.3.2.1.2　構造
　重大事故等対処設備の容器等（常設のダクト及び支持構造物は除く。）
は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

20
　常設重大事故等対処設備の容器等（ダクトは除く。）は，設計条件にお
いて，座屈が生じない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器等
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
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第18条：搬送設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第18条 搬送設備）

別紙２

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉
体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物
貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，搬送機能を有する機
器

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

1

使用済燃料集合体，ガラス固化体，ウラン酸化物貯蔵容器及び混合酸化物
貯蔵容器（以下，9.4では「放射性物質を収納する容器等」という。）を
搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。
以下，「搬送設備」という。）は，放射性物質を収納する容器等を搬送す
る能力として必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
機能要求➀
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第19条：使用済燃料の貯蔵施設等 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

4

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは，最大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ

／ｙでの再処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができ
る設計とする。 機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，
冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自
然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。 機能要求②

評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸
送容器受入れ・保管設備）
・使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

6

使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷却系は，プール水をその他再処理設備
の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換することに
より，使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，使用済燃料の受入れ施設
の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の貯蔵施設の
燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブル ポイズン取扱ピッ
ト，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット
等」という。）の構造物の健全性を維持できる設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づく
ものとする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設
備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのイン
ターロック
安全冷却水系（安全冷却水系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、第9.5-
1,3図）

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのイン
ターロック

7

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計
とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出しピッ
ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び
脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とする
ととともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び
燃料送出しピットへ戻す設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏
えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設
備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

【機能要求②】
計測制御設備（計測制御設備）
・漏えい検知装置

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制
御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す
る設計とする。 機能要求②

計測制御設備（計測制御設備）
・燃料貯蔵プール水位計
・燃料貯蔵プール温度計

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設
備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
・燃料送出しピット

8

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を
内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水
が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集
合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない
ようにする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

12

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸
送容器受入れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準
備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設
備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸
送容器返却準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸
送容器保守設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条 使用済燃料の貯蔵施設等　第２項）

別紙２

3
　製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とす
る。

機能要求②

・ウラン酸化物貯蔵設備のうちウラン
酸化物貯蔵容器，貯蔵バスケット，貯
蔵バスケット貯蔵エリア
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵設備のうち貯蔵ホール，混合酸化物
貯蔵容器，粉末缶

4

　製品貯蔵施設のうち，ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常
時冷却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重
化された排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計
とする。
　なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統については，第2章
個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」に基づくものとする。

機能要求②
評価要求

換気設備（ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室からの
排気系）

基本設計方針
項目
番号

要求種別 主な設備
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第20条：計測制御系統施設 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御系統施設）

別紙２

3

計測制御系統施設は，安全機能を有する施設の健全性を確保するために必
要なパラメータを，再処理施設の運転時，停止時及び運転時の異常な過渡
変化時においても想定される範囲内に制御できるとともに，想定される範
囲内で監視できる設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第
6.1.2-1～23図）

4
また，設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，及び対策を講ずるた
めに必要なパラメータは，設計基準事故時に想定される環境下において十
分な測定範囲及び期間にわたり監視できる設計とする。

設置要求
機能要求②

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第
6.1.2-1～23図）

6

4.1　設計基準対象の施設
4.1.1　計測制御設備

設計基準対象施設の計測制御設備は，核計装設備として，精製施設に供給
される溶液中のプルトニウムの濃度を測定するためのプルトニウム洗浄器
のアルファ線の計数率を測定する装置，工程計装設備として，液体状の中
性子吸収材の濃度を測定するための硝酸供給槽可溶性中性子吸収材濃度を
測定する装置，使用済燃料溶解槽内の温度を測定するための溶解槽溶解液
温度を測定する装置，蒸発缶内の温度及び圧力を測定するための第２酸回
収系の蒸発缶加熱蒸気温度及び第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸気圧力を測定
する装置，廃液槽の冷却水の流量及び温度を測定するための凝縮器の出口
冷却水流量，高レベル廃液混合槽廃液温度及び供給液槽廃液温度を測定す
る装置並びに機器内の溶液の液位を測定するためのプルトニウム濃縮缶液
位を測定する装置を設け，これらの計測装置は計測結果を中央制御室に表
示できる設計とする。また，記録は制御室の監視制御盤から帳票として出
力し保存できる設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第
6.1.2-1～23図）

制御室（監視制御盤）

7

再処理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処理施設の
安全性を著しく損なうおそれが生じたとき又は液体状の放射性廃棄物の廃
棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたとき
に，これらを確実に検知して速やかに警報（漏えい液受皿の集液溝の液位
高）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第
6.1.2-1～23図）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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第21条：放射線管理施設 

第49条：監視測定設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

13
再処理施設内の主要箇所の放射線レベル又は放射能レベルを監視するため
の屋内モニタリング設備として，エリアモニタ，ダストモニタ及び臨界警
報装置を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ
臨界警報装置

14

エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，中央制御室において指示及び
記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した
値を超えた場合に，中央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計
とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

16

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても当該施設
に係るエリアモニタ及びダストモニタの測定値の指示及び記録を行い，放
射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において警報を発する設計と
する。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

17
臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，
中央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
臨界警報装置

項目
番号

基本設計方針

23
再処理施設から放出される放射性物質の濃度を監視するための排気モニタ
リング設備として，排気筒モニタ，排気サンプリング設備及び冷却空気出
口シャフトモニタを設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガ
スモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋換気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料輸
送容器管理建屋換気筒）
排気サンプリング設備（ハル・エンド
ピース及び第1ガラス固化体貯蔵建屋
換気筒）
排気サンプリング設備（低レベル廃棄
物処理建屋換気筒）

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニタ

要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

26
排気筒モニタは，測定値を中央制御室において指示及び記録するととも
に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，中央制御室に
おいて警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガ
スモニタ

28

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要な排
気筒モニタの指示及び記録を行い，放射能レベルがあらかじめ設定した値
を超えた場合に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において
警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガ
スモニタ

30
また，冷却空気出口シャフトには，ガスモニタを設け，排気口から放出さ
れる放射性希ガスを監視する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニタ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

37

主排気筒の排気モニタリング設備及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）の排気モニタリング設備は，再処理施設から放出される放射
性物質の濃度の監視，測定するために必要なサンプリング量及び計測範囲
に対して十分な容量を有する設計とするとともに，主排気筒管理建屋及び
北換気筒管理建屋に必要な台数（排気サンプリング設備については２系
列）を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガ
スモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋換気筒）

50

周辺監視区域境界付近の空間放射線量，空間放射線量率及び空気中の放射
性物質の濃度を監視するための環境モニタリング設備として，モニタリン
グポスト，ダストモニタ及び積算線量計を周辺監視区域境界付近に設置す
る設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ
積算線量計

31
重大事故等時において，排気モニタリング設備を常設重大事故等対処設備
として位置付け，再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を
監視し，及び測定し，並びにその結果を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガ
スモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気
系】
主配管（建屋内空気の排気系，排気
系，フード内空気の排気系）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

56
モニタリングポスト及びダストモニタは，その測定値が設定値以上に上昇
した場合，直ちに中央制御室に警報を発信する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

69

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング設備は，周辺監視区域境界
付近において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定するために必要な
サンプリング量及び計測範囲に対して十分な容量を有する設計とするとと
もに，必要な台数を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ
無停電電源装置

61
重大事故等時において，環境モニタリング設備を常設重大事故等対処設備
として位置付け，周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量を監視
し，及び測定し，並びにその結果を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

94



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

90

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施設から放出される放射性物質の
濃度の監視，測定に必要なサンプリング量及び計測範囲を有する設計とす
るとともに，可搬型ガスモニタの保有数は，必要数及び予備として故障時
のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型排気サンプ
リング設備の保有数は，必要数として２台，予備として故障時のバック
アップを２台の合計４台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

81
可搬型排気モニタリング設備は，主排気筒又は北換気筒（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性物質を連続的に捕集
するとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

92

MOX燃料加工施設と共用する可搬型排気モニタリング用発電機は，可搬型
排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬
型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置に給電できる容量を有する
設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検
保守による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用発電機

112
可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区域において，線量を測定する
とともに，空気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

118

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区
域において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定に必要なサンプリン
グ量及び計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予
備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

120

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング用発電機は，可搬型
環境モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置に給
電できる容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備
として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め十分な
台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用発電機

113

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

機能要求①
機能要求②

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合に，重大
事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の周辺における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入管理
建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周
辺における空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を監視し，及び測定
し，並びにその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

121

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を
測定するための計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

122

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を
測定するための計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）

123

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ
（ＳＡ）は，建屋周辺において，空気中の放射性物質の濃度を測定するた
めのサンプリング量及び計測範囲を有する設計とするとともに，アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要数及び予備と
して故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型
ダストサンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として３台，予備として故障
時のバックアップを３台の合計６台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

138
重大事故等時において，試料分析関係設備を常設重大事故等対処設備とし
て位置付け，再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び周辺監視区
域境界付近の空気中の放射性物質の濃度を測定する設計とする。

設置要求
機能要求②

【放出管理分析設備】
放出管理分析設備

【環境試料測定設備】
環境試料測定設備

139
試料分析関係設備は，放出管理分析設備及び環境試料測定設備で構成し，
重大事故等時において，捕集した試料の放射性物質の濃度を測定し，記録
できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放出管理分析設備】
放出管理分析設備

【環境試料測定設備】
環境試料測定設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

144
放出管理分析設備は，再処理施設から放出される放射性物質の濃度を測定
するために必要な計測範囲に対して十分な容量を有する設計とするととも
に，必要な台数を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【放出管理分析設備】
放出管理分析設備

145

MOX燃料加工施設と共用する環境試料測定設備は，再処理施設及びMOX燃料
加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定するために必要な計測範
囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，必要な台数を有する
設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境試料測定設備】
環境試料測定設備

152

可搬型試料分析設備は，放出管理分析設備が機能喪失した場合に，主排気
筒の排気サンプリング設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気
筒）の排気サンプリング設備及び可搬型排気サンプリング設備で捕集した
放射性物質の濃度を測定し，記録できるように，測定値を指示する設計と
する。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

153
可搬型試料分析設備は，環境試料測定設備が機能喪失した場合に，ダスト
モニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した放射性物質の濃度を測定し，記
録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

154

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置は，再処理施設からの放射
性物質の放出のおそれがあると判断した場合に，再処理施設及びその周辺
で採取した，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定し，記録できるよ
うに，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

158

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能測定装置は，再処理施設及びMOX
燃料加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定できる計測範囲を有
する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置

159

可搬型トリチウム測定装置は，再処理施設から放出される放射性物質の濃
度を測定できる計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型トリチウム測定装置

160

MOX燃料加工施設と共用する可搬型核種分析装置は，再処理施設及びMOX燃
料加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定できる計測範囲を有す
る設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバック
アップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型核種分析装置
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

174
重大事故等時において，放射能観測車を可搬型重大事故等対処設備として
位置付け，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅
速に測定し，記録できるように，測定値を指示する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよ
う素サンプラ）

185

MOX燃料加工施設と共用する放射能観測車は，敷地内において，空気中の
放射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング量及び計
測範囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，十分な台数を有
する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよ
う素サンプラ）

193
可搬型放射能観測設備は，空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度
を測定し，記録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ
（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）
（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（ＳＡ）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十一条 放射線管理施設,第四十九条 監視測定設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

198

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能観測設備は，敷地内において，
空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング
量及び計測範囲を有する設計とするとともに，ガンマ線用サーベイメータ
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメー
タ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）及びアル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要数及び予備と
して故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型
ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として１台，予備と
して故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ
（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）
（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（Ｓ
Ａ）

216

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用発電機は，可搬型気象観測
設備及び可搬型気象観測用データ伝送装置に給電できる容量を有する設計
とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守
による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

設置要求
機能要求②

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用発電機

232

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モ
ニタリング設備に給電できる容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機
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第22条：安全保護回路 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十二条 安全保護回路）

別紙２

2

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場
合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学
的制限値を超えないようにするための設備並びに火災，爆発その他の再処
理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，
又は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる設計
とする。

機能要求②
設置要求

安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-
1～15図）

高レベル廃液濃縮系
溶解設備
プルトニウム精製設備
分配設備
第２酸回収系
還元ガス供給系
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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第23条：制御室等 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第23条 制御室等）

別紙２

20

c.居住性の確保
制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入りするた
めの区域は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合に再処理施設
の安全性を確保するための措置をとれるよう，運転員その他の従事者が支障なく入る
ことができる設計とする。また，運転員その他の従事者が，制御室に一定期間とどま
り，必要な操作を行う際に過度の被ばくを受けないよう，適切な遮蔽を設ける設計と
する。
さらに，制御室に運転員その他の従事者がとどまれるよう，気体状の放射性物質及び
火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護す
るための措置に必要な設備を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主要ダクト
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・制御室遮蔽

【機能要求②】
制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主要ダクト
制御建屋
・中央制御室遮蔽

26

制御建屋中央制御室空調系は，設計基準事故時に必要に応じて外気との連絡口を遮断
し,制御建屋の中央制御室内空気を中央制御室フィルタユニットを通し再循環して浄化
運転することができるとともに，必要に応じて外気を中央制御室フィルタユニットを
通して取り入れることができる設計とする。

機能要求②

制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主要ダクト

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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第24条：廃棄施設 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第
7.2-5図～15図）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16
図）

換気設備のうち排気系
（許可文中、第7.2-14表～28表、第
7.2-19図～33図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34
図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35
図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36
図）

【機能要求②】
浄化機能に関わる廃ガス洗浄塔，高性
能粒子フィルタ，ルテニウム吸着塔，
凝縮器等の機器
排気性能に関わる排風機
気体廃棄性能に関わる主排気筒
主配管

4

液体廃棄物の廃棄施設は，周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公
衆の線量を合理的に達成できる限り低くするよう，廃液の放射性物質の核
種，性状，濃度に応じてろ過，脱塩，蒸発処理を行い，放射性物質の量及
び濃度を確認した上で，十分な拡散効果を有する海洋放出口から海洋に放
出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-
1図、第7.3-3図、第7.3-5図）

【機能要求②】
液体の廃棄処理に関わる第１低レベル
廃液蒸発缶等の機器
廃液の浄化機能に関わる第１ろ過装置
等の機器
液体廃棄性能に関わる第１海洋放出ポ
ンプ等の機器
主配管

3
機能要求①
機能要求②

気体廃棄物の廃棄施設は，各施設の塔槽類等から発生する廃ガス及びセル
等内の雰囲気中から環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限
り低くするよう，放射性物質の核種，性状，濃度に応じて，廃ガス洗浄
塔，高性能粒子フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理をした後，十分な拡散効
果の期待できる排気筒から監視しながら放出する設計とする。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

107



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第25条：保管廃棄施設 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，放
射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とす
る。
また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための
適切な措置を講ずる設計とする。

機能要求②

固体廃棄物の廃棄施設は, 各施設及び公益財団法人核物質管理
センターが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」
という。）で発生する高レベル廃液，低レベル濃縮廃液，廃溶
媒，雑固体, ＣＢ・ＢＰを処理できる能力を有する設計とす
る。

13

12

機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

高レベル廃液ガラス固化設備

低レベル固体廃棄物処理設備(低レベル濃縮廃
液処理系)

低レベル固体廃棄物処理設備(廃溶媒処理系)

低レベル固体廃棄物処理設備(雑固体廃棄物処
理系)

低レベル固体廃棄物処理設備(チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン処理系)

低レベル廃液処理設備（使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設廃液処理系）
低レベル廃液処理設備（第１低レベル廃液処理
系）

施設共通　基本設計方針

ガラス固化体貯蔵設備

低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンド
ピース貯蔵系)

低レベル固体廃棄物貯蔵設備(チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン貯蔵系)

低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第１低レベル廃
棄物貯蔵系)

低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)

低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃
棄物貯蔵系 第１貯蔵系)

低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃
棄物貯蔵系 第２貯蔵系)

低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第４低レベル廃
棄物貯蔵系)

低レベル固体廃棄物貯蔵設備(廃樹脂貯蔵系)
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
低レベル廃液処理設備（使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設廃液処理系）
低レベル固体廃棄物処理設備(チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン処理系)

施設共通　基本設計方針
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第27条：遮蔽 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

【遮蔽設備】
セル遮蔽
補助遮蔽
外部遮蔽

機能要求②
評価要求

(2) 安全機能を有する施設は，上記遮蔽設備を適切に設置すること及び再
処理施設から周辺監視区域境界までの距離を確保することとあいまって，
運転時及び停止時において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による周辺監視区域外の線量を合理的に達成できる限り低減し，周辺監視
区域外における線量限度を十分に下回るような遮蔽設計とする。

(4) 再処理施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度
及び立入時間を考慮し，遮蔽設計区分を設け，区分ごとに基準線量率を設
定するとともに，管理区域を適切に区分し，区分ごとの基準線量率を満足
するよう遮蔽設備を設計する。

5

3

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

機能要求②
評価要求

【遮蔽設備】
セル遮蔽
補助遮蔽
外部遮蔽
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第28条：換気設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第28条 換気設備）

別紙２

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図
～33図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋排気系
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋排気系
ウラン脱硝建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気
系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系
低レベル廃液処理建屋排気系
低レベル廃棄物処理建屋排気系
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋排気系
分析建屋排気系

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトと
する。
評価要求の換気能力は，上記設備のうち，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系及びチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系
とする。

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図
～33図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトと
する。

5

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染の程度のよ
り高い区域に向かって空気を流す設計とし、給排気量を適切に設定及び調節すること
により、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持するとともに，適切な換
気・空調を行う設計とする。

機能要求①
機能要求②

4
放射線障害を防止するために，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準
事故時において，放射線業務従事者に外気を供給する設計とし、必要な換気能力を有
する設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

113



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第29条：保安電源設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十九条 保安電源設備）

別紙２

3

再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の電力系統（以下「電線
路」という。）のうち必要な回線数は，電力系統と非常用所内電源系統と
を接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計とすることにより，再処理
施設において受電可能な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電力系
統に連系する設計とする。

機能要求②
電気設備　受電開閉設備
電気設備　変圧器

4

再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する施設に属するものに
限る。）を設ける設計とする。また、再処理施設の安全性を確保するため
に特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有す
る設備が設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

電気設備　ディーゼル発電機
電気設備　直流電源設備
電気設備　計測制御用交流電源設備

8

再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備（非常用所内電源設備（非
常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上重要
な施設への電力供給設備（非常用メタルクラッド開閉装置，パワーセン
タ，コントロールセンタ，ケーブル））は，多重性を確保し，及び独立性
を確保し,その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合で
あっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上
重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保する
ため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常用ディーゼル発電機の連続
運転により電力を供給できる設計とする。

機能要求②
評価要求

電気設備　ディーゼル発電機
電気設備　所内高圧系統
電気設備　所内低圧系統
電気設備　直流電源設備
電気設備　計測制御用交流電源設備
電気設備　ケーブル及び電線路

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

115



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第30条・第50条：緊急時対策所 

機能要求②抜粋 

 

116



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

26

　緊急時対策建屋換気設備のうち，緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作
業による二酸化炭素発生量及び「労働安全衛生規則」で定める二酸化炭素
の許容濃度を考慮して算出した必要換気量を踏まえ，必要な非常時対策組
織の要員が一定期間とどまるために必要となる容量を有する設計とする。

機能要求①

機能要求➁
評価要求

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット弁）

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管）

27
　緊急時対策建屋換気設備のうち，対策本部室差圧計及び待機室差圧計
は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持した状態であることを監視できる
設計とする。

設置要求
機能要求➁

緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

15 緊急時対策建屋の遮蔽設備機能要求②

7.14.2　緊急時対策建屋の遮蔽設備

　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が発生した場合においても，
当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることが
できるよう，居住性を確保するための常設重大事故等対処設備として緊急
時対策所に設置する設計とする。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

34

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋
送風機及び緊急時対策建屋排風機は，緊急時対策所内の居住性を確保する
ために必要な台数及び動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた台数を
有する設計とする。また，緊急時対策建屋フィルタユニットは，緊急時対
策所内の居住性を確保するために必要な基数及び故障時のバックアップを
含めた基数を有する設計とする。

機能要求②

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）

35

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋
加圧ユニットは，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれ
がある場合において，待機室の居住性を確保するため，待機室を正圧化
し，待機室内へ気体状の放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度
及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要となる
容量を有する設計とする。

機能要求➁

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット弁）

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管）

37
　緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

機能要求②
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-
4図）

43
　緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等が発生した場合においても
緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に
支障ない範囲にあることを把握できる設計とする。

機能要求②

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

48

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設備は，緊急時対
策所の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない
範囲内であることを測定するために必要な台数を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除
外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁
緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

50
　緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さ
への保管及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

機能要求②
緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

60

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋
内モニタリング設備の可搬型エリアモニタ及びアルファ・ベータ線用サー
ベイメータは，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとど
まることができることを確認するために必要な台数を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十
分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ）

63
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，溢水
量を考慮し，影響を受けない高さへの保管及び被水防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型ダストサンプラ）
　
【機能要求②】
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ）

機能要求①

機能要求➁

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，重大
事故等が発生した場合においても緊急時対策所内の線量率及び放射性物質
濃度を把握できる設計とする。

55
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

75

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環
境モニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタは，重大事
故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができること
を確認するために必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必
要数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設
計とする。

機能要求➁
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

77

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環
境モニタリング設備の可搬型発電機は，可搬型線量率計，可搬型ダストモ
ニタ及び可搬型データ伝送装置に給電できる容量を有するとともに，保有
数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

79
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，溢水
量を考慮し，影響を受けない高さへの保管及び被水防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求② 緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」

機能要求①

機能要求➁

　可搬型環境モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合において，
換気モードの切替判断を行うために，線量率及び放射性物質濃度を把握で
きる設計とする。

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

【機能要求②】
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）
（可搬型発電機）

68
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

109
　外部電源から緊急時対策建屋へ電力が供給できない場合に，緊急時対策
建屋の6.9kVメタクラ等の制御電源に使用するため，360V蓄電池及び110V
蓄電池を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

緊急時対策建屋電源設備
（360V蓄電池）
（110V蓄電池）

110
　緊急時対策建屋用発電機は，運転中においても燃料油移送ポンプにより
燃料の補給が可能な設計とする。

機能要求①

機能要求②

緊急時対策建屋電源設備
（燃料油弁）

【機能要求②】
（燃料油移送ポンプ）
（燃料油配管）
（重油貯槽）
（燃料油サービスタンク）

119

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋
用発電機は，緊急時対策建屋に給電するために必要な台数及び動的機器の
単一故障を考慮した予備を含めた台数を有し，多重性を考慮した設計とす
る。

機能要求➁
緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（発電機室送風機）
（主要ダクト（発電機室系））

緊急時対策建屋電源設備
（計測交流変圧器）
（6.9kVメタクラ）
（460Vパワーセンタ）
（コントロールセンタ（460V，
210V））
（105Vサーバ室分電盤）
（105V通信・情報分電盤）
（105V計測交流電源盤）
（105V居室系分電盤）
（105V無停電電源装置）
（105V無停電電源装置（データ収集装
置用））
（105V無停電分電盤）
（105V無停電交流分電盤）
（DG始動用蓄電池）
（DG始動用充電器盤）
（110V充電器盤）

　緊急時対策建屋電源設備は，外部電源から緊急時対策建屋へ電力が供給
できない場合に，多重性を考慮した緊急時対策建屋用発電機から，計測交
流変圧器，6.9kVメタクラ，460Vパワーセンタ，コントロールセンタ
(460V，210V)，105Vサーバ室分電盤，105V通信・情報分電盤，105V計測交
流電源盤，105V居室系分電盤，105V無停電電源装置，105V無停電電源装置
(データ収集装置用)，105V無停電分電盤，105V無停電交流分電盤，DG始動
用蓄電池，DG始動用充電器盤及び110V充電器盤を介して，緊急時対策建屋
換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備に給電できる設
計とする。

108
設置要求

機能要求②
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

120

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポン
プは，緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必要な燃料を供給できるポン
プ容量を有する設計とする。
また，燃料油の移送に必要な台数及び動的機器の単一故障を考慮した予備
を含めた台数を設置することで，多重性を有する設計とする。

機能要求➁ 緊急時対策建屋電源設備
（燃料油移送ポンプ）

121
　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，外
部からの支援がなくとも，緊急時対策建屋用発電機の7日間以上の連続運
転に必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

123
　緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

機能要求② 緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-
6図）
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第38条：臨界事故の拡大を防止するための設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

重大事故時供給停止回路

【前処理建屋】
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○せん断処理・溶解廃ガス処理設備の
隔離弁

項目
番号

基本設計方針 要求種別

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給停
止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，
廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯留
設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動
で起動する設計とする。
同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を
遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉
止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

6 機能要求②

【精製建屋】
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁

主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

主排気筒

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の配管
○廃ガス貯留設備の配管（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○せん断処理・溶解廃ガス処理設備の
隔離弁
○安全弁

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の配管（設計基準対
象の施設と兼用）
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
廃ガスポット
○精製建屋換気設備のセル排気フィル
タユニット
○精製建屋換気設備のグローブボック
ス・セル排風機

8

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大事
故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガス
処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶解
廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的に
は約１分以内で導出できる設計とする。その後の廃ガス貯留設備での貯留
に当たっては，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出されること
がないよう，圧力を制御する設計とする。

機能要求②

機能要求②7

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス処
理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセル
へ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィル
タユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とす
る。

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の配管
○廃ガス貯留設備の配管（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁
○安全弁
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

9 機能要求②

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央制
御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を
開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動し
た場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留
設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性
物質の逆流が生じない設計とする。

【前処理建屋】
○逆止弁

【精製建屋】
○逆止弁

11

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として
１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起点
として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有す
る設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

【前処理建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

【精製建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な容
量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気圧
縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び
精製建屋に各１系列を設置する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

12
その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合
でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算４
ｖｏｌ％を超えない容量を有する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽

24
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

29
廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-
41、42図）

26
廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上昇
する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の配管
○廃ガス貯留設備の配管（設計基準対
象の施設と兼用）
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
廃ガスポット
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
廃ガス洗浄塔
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
凝縮器
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
デミスタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
高性能粒子フィルタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
よう素フィルタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
冷却器
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

別紙２

30
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包でき
る設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(エンドピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(ハル洗浄槽用)

31

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺
の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系の配管
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系の配管（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(エンドピース酸洗浄槽用)
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(ハル洗浄槽用)
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(エンドピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(ハル洗浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

29

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場
合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力
流により供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系の配管
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系の配管（設計基準対象の施設と兼
用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(エンドピース酸洗浄槽用)
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(ハル洗浄槽用)
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(エンドピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(ハル洗浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

34

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設
計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤
操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(エンドピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(ハル洗浄槽用)

39

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可
溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(エンドピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(ハル洗浄槽用)

40
可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウ
ムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(エンドピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽(ハル洗浄槽用)

41
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求②

○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(エンドピース酸洗浄槽用)
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(ハル洗浄槽用)
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

130



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

43

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系の配管（設計基準対象の施設と兼
用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

別紙２

52
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包でき
る設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第５一時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第７一時貯留処理槽用）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

53

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺
の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用しない主
配管
〇設計基準対象の施設と兼用する主配
管
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(第５一時貯留処理槽用)
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(第７一時貯留処理槽用)
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第５一時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第７一時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

51

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場
合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力
流により供給できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用しない主
配管
〇設計基準対象の施設と兼用する主配
管
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(第５一時貯留処理槽用)
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(第７一時貯留処理槽用)
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第５一時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第７一時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

56

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設
計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤
操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第５一時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第７一時貯留処理槽用）

61

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可
溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収
材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第５一時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第７一時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

62
可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウ
ムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第５一時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
槽（第７一時貯留処理槽用）

63
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求②

○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(第５一時貯留処理槽用)
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(第７一時貯留処理槽用)
○計装設備
臨界検知用放射線検出器
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

67

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇設計基準対象の施設と兼用する主配
管
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

5
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設
計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

4

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
の配管
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

6

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線
量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直
ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子
吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
の配管
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

9

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計す
ることとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作
による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

15

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶性
中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を
内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

16
可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウ
ムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

17
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知用
放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求②
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

21

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切な
材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
設置要求

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

34
臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射
線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

35
臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じ
にくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路
・緊急停止系

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(エンドピース酸洗浄槽用)
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(ハル洗浄槽用)
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○せん断処理・溶解廃ガス処理設備の
隔離弁
○空気圧縮機

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(第５一時貯留処理槽用)
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給
弁(第７一時貯留処理槽用)
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の排風機
○空気圧縮機

38

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場
合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔
離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備
のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信
号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ
ム系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。

機能要求②
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

41

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規
模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対
し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定でき
る設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

42

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プ
ラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故
が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定
し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バック
グラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求②
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

45
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生
した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，未
臨界を維持できる設計とする。

機能要求②
〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路
・緊急停止系

48

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第
6.2.3-1～2図）

52

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合に，
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信
号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知
用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

5
臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射
線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

6
臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じ
にくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○空気圧縮機
○せん断処理・溶解廃ガス処理設備の
隔離弁

12

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の規
模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対
し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定でき
る設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

9

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場
合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離
弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備
のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することができ
る設計とする。

機能要求②
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

16
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生し
た機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持で
きる設計とする。

機能要求②
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路
・緊急停止系

23

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号を
発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用放
射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

13

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模（プ
ラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故
が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設定
し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バック
グラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（臨界事故時水素掃気系）

別紙２

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機
（設計基準対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機
（設計基準対象の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機
（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機
（設計基準対象の施設と兼用）

11
臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系
は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②

主な設備

4

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一般
圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧
縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器の
気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換
算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。

機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）

（臨界事故時水素掃気系）

別紙２

主な設備
項目
番号

基本設計方針 要求種別

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機
（設計基準対象の施設と兼用）

19
臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とするこ
とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の配管（設計
基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

22
臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

機能要求②
運用要求

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有す
る施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をド
ライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容量
を確保できる設計とする。

12 機能要求②
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第39条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に 

対処するための設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)(代替安全冷却水系)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

6

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内部ループ
配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した
上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，水供給設備の第１貯水槽
の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を
仮定する機器に内包する溶液が沸騰に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維
持できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の配管
○代替安全冷却水系の配管（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○膨張槽
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時
貯留処理設備）
・第７一時貯留処理槽
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時
貯留処理設備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時
貯留処理設備）
・第２一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時
貯留処理設備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)(代替安全冷却水系)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却コイル配管・弁又は冷
却ジャケット配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用
いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，「冷却機能
の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジャ
ケットへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器に内包する溶液の温度を低下させ，未沸騰状態を維持できる設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の配管
○代替安全冷却水系の配管（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同
様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

7

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと機器注水配管・弁を可搬
型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中
型移送ポンプを運転することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器へ注水でき，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固
の進行を防止できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

8

○代替安全冷却水系の配管
○代替安全冷却水系の配管（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同
様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)(代替安全冷却水系)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

10

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を可搬型建
屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，内部ループへ
の通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル
導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯留し
た後，可搬型中型移送ポンプを運転することで，可搬型排水受槽の排水を
水供給設備の第１貯水槽へ移送し，排水を再び水源として用いることがで
きる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の配管
○代替安全冷却水系の配管（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○膨張槽
○貯槽（項目番号６に示したものと同
様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

9

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁（凝縮器）
を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可
搬型中型移送ポンプを運転することで，代替換気設備のセル導出設備の凝
縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の配管
○代替安全冷却水系の配管（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)(代替安全冷却水系)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

20

一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器
への注水及び放射線分解により発生する水素による爆発の圧縮空気の供給
のために兼用して使用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，それ
ぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。

機能要求②
○代替安全冷却水系の配管
○代替安全冷却水系の配管（設計基準
対象の施設と兼用）

25

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の冷却，同機器への注水及
び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するため
に必要な給水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに
予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め十
分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型中型移送ポンプ

26

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定される重大事故等時におい
て，冷却に使用した排水を受けるために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十
分な基数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型排水受槽

27

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ループ
への通水，同機器への注水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び
代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に実施する場合に
必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② 可搬型中型移送ポンプ

28
代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，同時に発生する可能性のあ
る事故への対処も含めて必要な容量を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型中型移送ポンプ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)(代替安全冷却水系)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

29

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ループへの
通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導
出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した場合に発生する排水を一時貯
留するために必要な容量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② 可搬型排水受槽

40

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対し
て，適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替安全冷却水系（セル外）
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-
7、10、13、16図）
○代替安全冷却水系（セル内）
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-
7、10、13、16図）

45
代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護
する設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針（保管上の措
置）

152



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

4

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失
による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気相中に移
行する放射性物質，水素掃気空気に同伴する放射性物
質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水
素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行
する放射性物質を，これらの機器に接続する塔槽類廃
ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設
備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失による
蒸発乾固」の発生を仮定する機器及び「放射線分解に
より発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器
の排気をセルに導出できる設計とする。

機能要求②

○代替換気設備の配管
○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○水封安全器
○セル導出ユニットフィルタ
○凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○可搬型建屋内ホース
○可搬型ダクト
○可搬型配管
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備）
・第７一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備）
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム溶液受槽（分配設備）
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備）
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備）
・第２一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備）
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備）
・第７一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

7

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失
による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気相中に移
行する放射性物質，水素掃気空気に同伴する放射性物
質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水
素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行
する放射性物質を，凝縮器下流側に設置したセル導出
ユニットフィルタにより除去できる設計とする。

機能要求② ○セル導出ユニットフィルタ

8

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する
蒸気を凝縮するため，代替安全冷却水系の可搬型中型
移送ポンプによる通水によって，溶液の沸騰に伴い発
生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有する
設計とする。

機能要求②

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の代替換気設備のセル導出設備は，水素
爆発により「放射線分解により発生する水素による爆
発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性
物質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセ
ルに導出するユニットを経由して導出先セルに導出さ
れない場合，水封安全器を経由して，気相中に移行し
た放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出でき
る設計とする。

機能要求②

6

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセ
ルに導出する前に排気経路上の凝縮器により凝縮し，
発生する凝縮水は，回収先の漏えい液受皿等に貯留で
きる設計とする。

機能要求②

○凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○漏えい液受皿
○第１供給槽
○第２供給槽
○代替換気設備の配管
○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管

○水封安全器
○代替換気設備の配管
○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）

5
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

20

セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事故等時
において，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生
を仮定する機器に内包する溶液の沸騰に伴い発生する
蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝
縮性の気体の温度を50℃以下とするために必要な伝熱
面積を有し，十分な除熱能力を発揮する設計とする。
また，必要数及び予備を含め十分な基数を確保する設
計とする。

機能要求②
設置要求

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

21

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ
る爆発の発生時において，放射性エアロゾルを代替セ
ル排気系の可搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を
介して，大気中に放出するために必要な排気風量を有
する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予
備として故障時及び保守点検による待機除外時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

○可搬型排風機

23

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ
る爆発で同時に要求される複数の機能に必要な排気風
量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② ○可搬型排風機

9

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び
可搬型フィルタを敷設し，主排気筒へつながるよう，
可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタを接
続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後，
可搬型排風機を運転することで，セルに導出された放
射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に
管理しながら放出できる設計とする。

機能要求②

○代替換気設備の配管
○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○可搬型ダクト
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機
○可搬型デミスタ
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○主排気筒
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

24

セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替セ
ル排気系の可搬型フィルタは，冷却機能の喪失による
蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆
発で同時に要求される複数の機能に必要な処理容量を
有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求②
○セル導出ユニットフィルタ
○可搬型フィルタ

32

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配管の全
周破断に対して，適切な材料を使用すること又は影響
を受けない場所に設置することにより，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
設置要求

○代替換気設備（セル外）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

○代替換気設備（セル内）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

37
代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量
及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高
さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型建屋内ホース
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・中継槽
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時
貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時
貯留処理設備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時
貯留処理設備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウ
ム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時
貯留処理槽)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時
貯留処理槽)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

　代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮機と水素掃気配管・弁又は機器
圧縮空気供給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用
いて接続した上で，可搬型空気圧縮機を運転することで，放射線分解によ
り発生する水素による爆発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給し，水
素濃度を可燃限界濃度未満に維持できる設計とする。

機能要求②7
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

機能要求②8

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時
貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時
貯留処理設備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時
貯留処理設備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウ
ム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時
貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時
貯留処理設備)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

　代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系の水素掃気機能
が喪失し，系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状ごとに水素掃気機能
喪失から重大事故等対策の準備に使用することができる時間が短い分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁
に圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気
自動供給ユニットに切り替えるまでの間，自動で水素燃焼時においても貯
槽等に影響を与えないドライ換算８ｖｏｌ％（以下7.2.2.1では「未然防
止濃度」という。）未満を維持するために必要な圧縮空気を供給できる設
計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

10

　代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，安全圧縮空気系の配管の
内圧が所定の圧力（約0.7ＭＰａ[gage]）を下回った場合に，自動で圧縮
空気を供給する設計とする。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給
ユニットに切り替えるまでの間，未然防止濃度未満を維持するために必要
な流量を確保する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽(項目番号9に示したものと同
様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

　代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増加が想定される時間の前に，圧
縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動
供給ユニットへの切り替えを行い，可搬型空気圧縮機により圧縮空気を供
給するまでの間，未然防止濃度に維持するために十分な量の圧縮空気を供
給できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時
貯留処理設備)
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウ
ム精製設備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時
貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時
貯留処理設備)
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

9
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

11

　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然
防止濃度に至る可能性のある放射線分解により発生する水素による爆発の
発生を仮定する機器に対して，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供
給ユニットを設置する設計とする。機器圧縮空気自動供給ユニットは，圧
縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットよりも貯槽等に近い代
替安全圧縮空気系の水素掃気配管に設置し，圧縮空気を供給できる設計と
する。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽(項目番号10に示したものと同
様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

12
　代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，安全圧縮空気
系の配管の内圧が所定の圧力（約0.4ＭＰａ[gage]）を下回った場合に自
動で圧縮空気を供給する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽(項目番号10に示したものと同
様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

13

　代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユ
ニットの作動が遅延することにより，貯槽等の水素濃度を未然防止濃度未
満に維持するための機能に悪影響を及ぼすことがないよう，代替安全圧縮
空気系の圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットを隔離する
ことにより機器圧縮空気自動供給ユニットから圧縮空気の供給を開始でき
る設計とする。可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，未然防止濃度未
満を維持するために必要な量を確保する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽(項目番号10に示したものと同
様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

14

　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然
防止濃度に至る可能性のある放射線分解により発生する水素による爆発の
発生を仮定する機器に対して，圧縮空気手動供給ユニットを設置する設計
とする。代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，発生防止対
策とは異なる機器圧縮空気供給配管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる
設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽(項目番号10に示したものと同
様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

16

　代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，代替安全圧縮空気
系の可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然
防止濃度未満に維持するために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とす
る。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽(項目番号10に示したものと同
様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

17

　代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が機能しない場合に備え，圧縮空
気手動供給ユニットにより圧縮空気を供給し，機器内の水素濃度を未然防
止濃度未満に維持している期間中に，発生防止対策で敷設する代替安全圧
縮空気系の可搬型建屋外ホース，可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に
圧縮空気を供給するための建屋内空気中継配管及び可搬型建屋内ホースを
設置し，可搬型建屋内ホースと機器圧縮空気供給配管・弁を接続した上
で，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・弁に圧縮空気を供給で
きる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）
〇貯槽(項目番号8に示したものと同
様)
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

27

　一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器への注水及び放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定す
る機器への圧縮空気の供給のために兼用して使用する代替安全圧縮空気系
の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は，それぞれの機能に
必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。

機能要求②
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規
準対象の施設と兼用）

32
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユ
ニット及び圧縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を考慮し，必要な圧
縮空気流量を確保するために必要な量の圧縮空気を有する設計とする。

機能要求②

〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット
〇圧縮空気手動供給ユニット

33
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，機器圧縮空気自動供給ユ
ニットに切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を
維持するために必要な流量を確保する設計とする。

機能要求②
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

34
　代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，可搬型空気圧
縮機に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維
持するために必要な量を確保する設計とする。

機能要求② 〇機器圧縮空気自動供給ユニット

35
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，可搬型空気圧縮機
に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持す
るために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②
〇圧縮空気手動供給ユニット

36

　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定される重大事故等時に
おいて，放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器
を可燃限界濃度未満に維持するために必要な圧縮空気供給量を有する設計
とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

〇可搬型空気圧縮機

37
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，同時に発生する可能性のあ
る事故への対処を含めて，事象進展に応じた使用の状態を踏まえた，必要
な容量を確保した設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機

38
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，水素掃気機能の喪失及び冷
却機能の喪失による蒸発乾固が同時に発生した場合においても，可燃限界
濃度未満を維持するために必要な量を確保した設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機

39

　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，放射線分解により発生する
水素による爆発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給するとともに，計
装設備への圧縮空気を供給する場合に必要な圧縮空気供給量を有する設計
とし，兼用できる設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機

47

　代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，配管の全周破断に対して，適切な材料を使用することにより，漏えい
した放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

〇代替安全圧縮空気系（セル外）
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3
～12図）
〇代替安全圧縮空気系（セル内）
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3
～12図）

52
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する
設計とする。

機能要求②
運用要求

〇可搬型空気圧縮機

施設共通　基本設計方針（保管上の措
置）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

4

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能
の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器
の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気
に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放
射線分解により発生する水素による爆発」の発
生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物
質を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処
理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設
備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失
による蒸発乾固」の発生を仮定する機器及び
「放射線分解により発生する水素による爆発」
の発生を仮定する機器の排気をセルに導出でき
る設計とする。

機能要求②

○代替換気設備の配管
○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○水封安全器
○セル導出ユニットフィルタ
○凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○可搬型建屋内ホース
○可搬型ダクト
○可搬型配管
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備）
・第７一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備）
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム溶液受槽（分配設備）
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備）
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備）
・第２一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備）
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備）
・第７一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル
廃液ガラス固化建屋の代替換気設備のセル導出
設備は，水素爆発により「放射線分解により発
生する水素による爆発」の発生を仮定する機器
の気相中に移行する放射性物質が，セル導出設
備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する
ユニットを経由して導出先セルに導出されない
場合，水封安全器を経由して，気相中に移行し
た放射性物質を水封安全器を設置するセルに導
出できる設計とする。

機能要求②

6

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸
気をセルに導出する前に排気経路上の凝縮器に
より凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の漏え
い液受皿等に貯留できる設計とする。

機能要求②

○凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○漏えい液受皿
○第１供給槽
○第２供給槽
○代替換気設備の配管
○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管

○水封安全器
○代替換気設備の配管
○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）

5
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

7

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能
の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器
の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気
に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放
射線分解により発生する水素による爆発」の発
生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物
質を，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニッ
トフィルタにより除去できる設計とする。

機能要求② ○セル導出ユニットフィルタ

8

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発
生する蒸気を凝縮するため，代替安全冷却水系
の可搬型中型移送ポンプによる通水によって，
溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるの
に必要な伝熱面積を有する設計とする。

機能要求②

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

9

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダク
ト及び可搬型フィルタを敷設し，主排気筒へつ
ながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び
可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建
屋換気設備を接続した後，可搬型排風機を運転
することで，セルに導出された放射性エアロゾ
ルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理し
ながら放出できる設計とする。

機能要求②

○代替換気設備の配管
○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用）
○可搬型ダクト
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機
○可搬型デミスタ
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○主排気筒
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

20

セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事
故等時において，「冷却機能の喪失による蒸発
乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の
沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴
する水素掃気空気等の非凝縮性の気体の温度を
50℃以下とするために必要な伝熱面積を有し，
十分な除熱能力を発揮する設計とする。また，
必要数及び予備を含め十分な基数を確保する設
計とする。

機能要求②
設置要求

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

21

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の
喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生
する水素による爆発の発生時において，放射性
エアロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタ
で除去しつつ，主排気筒を介して，大気中に放
出するために必要な排気風量を有する設計とす
るとともに，保有数は，必要数並びに予備とし
て故障時及び保守点検による待機除外時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

○可搬型排風機
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第三十九条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)及び第四十条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)(代

替換気設備)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

23

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の
喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生
する水素による爆発で同時に要求される複数の
機能に必要な排気風量を有する設計とし，兼用
できる設計とする。

機能要求② ○可搬型排風機

24

セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び
代替セル排気系の可搬型フィルタは，冷却機能
の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発
生する水素による爆発で同時に要求される複数
の機能に必要な処理容量を有する設計とし，兼
用できる設計とする。

機能要求②
○セル導出ユニットフィルタ
○可搬型フィルタ

32

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配
管の全周破断に対して，適切な材料を使用する
こと又は影響を受けない場所に設置することに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替換気設備（セル外）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

○代替換気設備（セル内）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

37

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響
を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型建屋内ホース
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）
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第41条：有機溶媒等による火災又は爆発に 

対処するための設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

重大事故時供給停止回路

【前処理建屋】
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○せん断処理・溶解廃ガス処理設備の
隔離弁

項目
番号

基本設計方針 要求種別

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給停
止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に，
廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯留
設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動
で起動する設計とする。
同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を
遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉
止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

6 機能要求②

【精製建屋】
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁

主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

主排気筒

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の配管（設計基準対
象の施設と兼用）
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
廃ガスポット
○精製建屋換気設備のセル排気フィル
タユニット
○精製建屋換気設備のグローブボック
ス・セル排風機

機能要求②7

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス処
理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセル
へ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィル
タユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とす
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の配管
○廃ガス貯留設備の配管（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○せん断処理・溶解廃ガス処理設備の
隔離弁
○安全弁

9 機能要求②

8

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大事
故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガス
処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶解
廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的に
は約１分以内で導出できる設計とする。その後の廃ガス貯留設備での貯留
に当たっては，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出されること
がないよう，圧力を制御する設計とする。

機能要求②

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央制
御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を
開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動し
た場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留
設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性
物質の逆流が生じない設計とする。

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の配管
○廃ガス貯留設備の配管（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁
○安全弁

【前処理建屋】
○逆止弁

【精製建屋】
○逆止弁
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

11

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点として
１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起点
として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有す
る設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽

12
その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場合
でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算４
ｖｏｌ％を超えない容量を有する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条　臨界事故の拡大を防止するための設備）（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

【前処理建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

【精製建屋】
○貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

29
廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-
41、42図）

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な容
量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気圧
縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び
精製建屋に各１系列を設置する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

26
廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上昇
する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の配管
○廃ガス貯留設備の配管（設計基準対
象の施設と兼用）
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
廃ガスポット
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
廃ガス洗浄塔
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
凝縮器
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
デミスタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
高性能粒子フィルタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
よう素フィルタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
冷却器
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁

24
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）

（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

機能要求② プルトニウム濃縮缶

設置要求

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9
図）

12

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，配管の全周破断に対し
て，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の
液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9
図）

11
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①

プルトニウム濃縮缶機能要求②
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）

（重大事故時供給停止回路）

別紙２

6

論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場合
に，中央制御室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処
を促すとともに，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重
大事故時供給液停止弁の閉信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガ
ス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及
び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の排風機の停止信号を発することができる設計とする。
プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供給液停
止弁は，論理回路によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定か
ら１分以内に閉止することで，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停
止できる設計とする。

8

プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部の圧力が瞬間的に上昇す
ることから，設計基準対象の施設であるプルトニウム濃縮缶圧力の圧力高
警報設定値の約２倍を目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応を検知できる設計とする。

機能要求② 重大事故時供給停止回路

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

機能要求②

【精製建屋】
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁

○計装設備
○重大事故時供給停止回路
・緊急停止系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）

（重大事故時供給停止回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

13

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，プルトニウム濃縮缶へ供給液を
供給するプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時
供給液停止弁の閉信号を発することで，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオ
ンを停止することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止
できる設計とする。

機能要求②
○重大事故時供給停止回路
・緊急停止系

9

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部温度が急激に上昇
することから，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する
温度を目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検
知できる設計とする。

機能要求② 重大事故時供給停止回路

10
プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設定値は，熱的制限値を目安に設
定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知できる設計と
する。

重大事故時供給停止回路機能要求②
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）

（重大事故時供給停止回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

21

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した
場合に，重大事故時供給液停止弁に対して閉信号を，廃ガス貯留設備に対
して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器であ
る分解反応検知機器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

○重大事故時供給停止回路
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第42条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

2

　代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及び可搬
型建屋内ホースで構成し，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪
失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等へ
注水し水位を維持することにより，使用済燃料を冷却し，及び放射線を遮
蔽できる設計とする。

機能要求②

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース

8

　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃料貯蔵プール等へ注水する
ために必要な注水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並
びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含
め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ

9

　代替注水設備は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに補
給水設備の注水機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する燃料
貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処することから，当該系統の範囲ご
とに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求②

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース

10

　代替注水設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考
慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
代替注水設備
　可搬型建屋内ホース

18

　スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダで構成
し，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯
蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等へ水
をスプレイすることにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損
傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線の大気中への著しい放出に
よる影響を緩和できる設計とする。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型建屋内ホース
　可搬型スプレイヘッダ

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

22

　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，燃料貯蔵プール等へ水をスプ
レイするために，注水設備の大型移送ポンプ車からの送水により必要なス
プレイ流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備とし
て故障時のバックアップを含め十分な基数を確保する設計とする。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ

23

　スプレイ設備は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに補
給水設備の注水機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する燃料
貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処することから，当該系統の範囲ご
とに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ
　可搬型建屋内ホース

24

　スプレイ設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考
慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ
　可搬型建屋内ホース

34

　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管の破断
によるサイフォン効果が発生した場合において，サイフォン効果を停止す
ることにより，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制できる
設計とする。

機能要求②

漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準
対象の施設と兼用する配管（プール水冷却
系）））

35

　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地震によるスロッシングが発生した
場合において，燃料貯蔵プール等からの溢水を抑制することにより，燃料
貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制できる設計とする。

機能要求②
漏えい抑制設備
　止水板
　蓋

39

　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管が破断
した際に発生を想定するサイフォン効果を停止するために必要な孔径を有
する設計とする。

機能要求②

漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準
対象の施設と兼用する配管（プール水冷却
系）））
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

40

　漏えい抑制設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射線を
考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②

漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準
対象の施設と兼用する配管（プール水冷却
系）））
　止水板
　蓋

46

　臨界防止設備は，設計基準対象の施設と兼用する燃料受入れ設備の燃料
仮置きラック，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック並びに燃料送出し設備のバ
スケット及びバスケット仮置き架台（実入り用）で構成し，燃料貯蔵プー
ル等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規
模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場
合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃
料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等
内における使用済燃料の臨界を防止できる設計とする。 設置要求

機能要求②

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

49

　臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様に，
臨界を防止するために必要な燃料間距離を有する設計とする。

機能要求②

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

50

　臨界防止設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考
慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

57

　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯
蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波
式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵
プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵
抗体），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）及び可
搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）は，燃料貯蔵プール等の
冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水
の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合，又
は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵
プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等の水
位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率について，重大事故等に
より変動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計とするとともに，
監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，燃料貯蔵プール等
の状態を監視できる設計とする。

設置要求
機能要求②

計装設備
　可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波
式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メ
ジャー）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波
式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア
パージ式）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミ
スタ）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵
抗体）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計
（サーベイメータ）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計
（線量率計）

58

　監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷
ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可搬型計
測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合において，冷却空気を供給す
ることにより，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ及び可搬型燃料貯
蔵プール等空間線量率計（線量率計）を冷却し保護できる設計とする。 設置要求

機能要求②

計装設備
　可搬型空冷ユニットＡ
　可搬型空冷ユニットＢ
　可搬型空冷ユニットＣ
　可搬型空冷ユニットＤ
　可搬型空冷ユニットＥ
　可搬型計測ユニット用空気圧縮機
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

5

放水設備は，再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射性物
質の放出に至るおそれがある場合，大型移送ポンプ車から供給する水を，
可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲により建物に放水できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

7

放水設備は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃
料火災，化学火災が発生した場合，大型移送ポンプ車から水及び泡消火薬

剤２ｍ３を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲へ供給すること
で，放水による消火活動を行い，航空機燃料火災，化学火災に対応できる
設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

16

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めに使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上全般にわたって放
水設備の可搬型放水砲で放水するための水を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

17

放水設備の可搬型放水砲で最大の容量の２台同時放水を可能にするため
に，放水設備の大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とするとと
もに，保有数は必要数並びに予備として故障時のバックアップ及び点検保
守による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

18

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ
車は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火
災，化学火災に対応するために放水設備の可搬型放水砲で放水するための
水を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

19
放水設備の可搬型放水砲で放水する最大の容量に対して放水設備の大型移
送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車

21

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めに使用する放水設備の可搬型放水砲は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，
前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及
び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上全般にわたって放水す
るために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲

項目
番号

要求種別 主な設備基本設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

項目
番号

要求種別 主な設備基本設計方針

22

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設備の可搬型放水砲
は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，
化学火災に対応するために必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 可搬型放水砲

26
放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，汽水の影響に対して耐
腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求②
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第44条　工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備(注水設備)）

別紙２

39

注水設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，事業所外への放射線の放出に
至るおそれがある場合，事業所外への放射線の放出を抑制するために，大
型移送ポンプ車から供給する水を，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内
ホースを介して燃料貯蔵プール等へ注水できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

44
注水設備の大型移送ポンプ車は，燃料貯蔵プール等へ大容量の注水を行う
ための必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車

46

燃料貯蔵プール等への水のスプレイで使用する大型移送ポンプ車は，燃料
貯蔵プール等へ水をスプレイするために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要な台数を有する設計とし，「7.13.1　放水設備」
の大型移送ポンプ車を兼用する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

51
注水設備の大型移送ポンプ車は，汽水の影響に対して耐腐食性材料を使用
する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車

項目
番号

要求種別 主な設備
基本設計方針

MOX、36条横並び
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第45条：重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第45条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

7

重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水源で
ある第１貯水槽へ水を補給するため，第２貯水槽の水を大型移送ポンプ車
及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ補給できる設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

8

重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水源で
ある第１貯水槽へ水を補給するため，敷地外の水源から水を大型移送ポン
プ車及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ補給できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

10

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料
加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な
数量及び容量を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
運搬車
ホース展張車

16
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の第１貯水槽は，重大事故等へ
の対処に必要となる水を供給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第１貯水槽

17
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の第２貯水槽は，大量の水が必
要となる重大事故等への対処を継続させるために水供給設備の第１貯水槽
へ水を補給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第２貯水槽

18

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の大型移送ポンプ車は，重大事
故等への対処に必要となる水を補給するために必要な容量を有する設計と
するとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを
含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

19
点検保守による待機除外時バックアップについては，同型設備である
「7.13.1　放水設備」の大型移送ポンプ車の点検保守による待機除外時
バックアップと兼用する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

項目
番号

主な設備基本設計方針 要求種別
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第46条：電源設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第46条 電源設備）

別紙２

8

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する制御建屋可搬型発
電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同
時に対処することを考慮し，十分な容量を確保することで，共用によって
重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
機能要求②

制御建屋可搬型発電機

21

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，重
大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な容量を有す
る設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点
検保守による待機除外時のバックアップを含め必要な台数以上を確保する
設計とする。

機能要求②
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
可搬型発電機

22

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建
屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高
レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，重大事故等に対処するために
必要な電力を確保するために必要な容量を有する設計とするとともに，保
有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求②

前処理建屋可搬型発電機
分離建屋可搬型発電機
制御建屋可搬型発電機
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可
搬型発電機
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発
電機

28
代替電源設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな
い高さへの保管，被水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
代替電源設備
（第9.2-10表）

42

代替所内電気設備の前処理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事
故対処用母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋の重大事故対処用母線及び高レベル廃液ガラス固化建屋の重大
事故対処用母線は，重大事故等に対処するために必要な容量を有する設計
とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた各建屋で必
要な数量を有する設計とする。

機能要求②

前処理建屋の重大事故対処用母線
分離建屋の重大事故対処用母線
精製建屋の重大事故対処用母線
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の
重大事故対処用母線
高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事
故対処用母線

45
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行う
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
代替所内電気設備
（第9.2-10表）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第46条 電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

54

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬型分電盤，分離建屋の可搬型分電
盤，精製建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可搬型分電盤，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋の可搬型分電盤，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬
型分電盤及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤は，重
大事故等に対処するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有
数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め必要な台数を確
保する設計とする。

機能要求②

前処理建屋の可搬型分電盤
分離建屋の可搬型分電盤
精製建屋の可搬型分電盤
制御建屋の可搬型分電盤
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の
可搬型分電盤
高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型
分電盤
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の可搬型分電盤

59

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，溢水量及び
化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及
び被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求②
代替所内電気設備
（第9.2-10表）

115

補機駆動用燃料補給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。ＭＯＸ燃料
加工施設と共用する補機駆動用燃料補給設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃
料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分
な容量を確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ
ない設計とする。

機能要求①
機能要求②

第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
軽油用タンクローリ

120
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設における重大事故等に対処するために必要な燃料を確保するため，
予備を含めた必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

123
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を
考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行うこと
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

131

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用タンクローリは，再処理施設及びＭ
ＯＸ燃料加工施設における重大事故等に対処するために必要な燃料を確保
するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並
びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含
め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求② 軽油用タンクローリ

134

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護
を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

機能要求② 軽油用タンクローリ

192



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第47条：計装設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

16
重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範
囲を有する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

30

計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処に必
要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。ま
た，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合は，可
搬型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測する設
計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

31

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対処
に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点
検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

32

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装設備の可搬型重要計器は，再処理施設
及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを
考慮した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するととも
に，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必
要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

36
計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学薬
品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液
防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

47
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機
から空気を供給する設計とする。

設置要求
機能要求②

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

56

計装設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計
測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確
保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバッ
クアップを必要数以上確保する設計とする。また，可搬型空冷ユニットＡ
～Ｅ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用
空気圧縮機及びけん引車の保有数は，それぞれ必要数として１台，予備と
して故障時及び待機除外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計
とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

61

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水
温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器
を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない
高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

95

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電
力を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数とし
て重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時の
バックアップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第
6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）
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第48条：制御室 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

33

　制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定される重大事
故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気風量を有
する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数
量を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
中央制御室送風機
中央制御室フィルタユニット
主要ダクト

34

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，想定さ
れる重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室にとどまるために十分な換気風量を有する設計とするとともに，
動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
制御室送風機
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
フィルタユニット
主要ダクト

51

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，想定され
る重大事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気
風量を確保するために必要な台数を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）（許可文
中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～
11図）

【機能要求②】
代替中央制御室送風機
可搬型ダクト

53

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を確保するために必
要な台数を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）（許可文
中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～
11図）

【機能要求②】
代替制御室送風機
可搬型ダクト

93

　中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替制御建屋
中央制御室換気設備若しくは制御建屋中央制御室換気設備の機能とあい
まって中央制御室にとどまる実施組織要員及びMOX燃料加工施設から中央
制御室に移動する要員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とす
る。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
中央制御室遮蔽

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

94

　制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備の機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室にとど
まる実施組織要員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
制御室遮蔽

101

4.2.5.5 制御室環境測定設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設備は，制御室内
の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲
にあることを把握できる設計とする。

機能要求②

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

107

　中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計
及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度
及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあることを測定するため
に必要な台数を有する設計とするとともに，必要数を確保することに加え
て，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを確
保する設計とする。

設置要求
機能要求➁

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
酸素濃度計
二酸化炭素濃度系
窒素酸化物濃度計

108

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備の可搬型酸
素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及
び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあることを測定するために
必要な台数を有する設計とするとともに，必要数を確保することに加え
て，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを確
保する設計とする。

設置要求
機能要求➁

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
酸素濃度計
二酸化炭素濃度系
窒素酸化物濃度計

119

4.2.5.6 制御室放射線計測設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室放射線計測設備は，制御室
内の線量当量率及び空気中の放射性物質濃度が活動に支障がない範囲にあ
ることを把握できる設計とする。

機能要求②

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（SA）

125

　中央制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベイメータ(SA)及びアル
ファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)は，中央制御室の実効線量が活動に
支障がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有するととも
に，保有数は必要数及び予備としての故障時のバックアップをあわせ十分
な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求➁

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（SA）

127

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備のガンマ
線用サーベイメータ(SA)及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)
は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動に支
障がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有するととも
に，保有数は必要数及び予備としての故障時のバックアップをあわせ十分
な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求➁

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（SA）
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第51条：通信連絡を行うための設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五十一条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

65

代替通信連絡設備の代替通話系統，統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット
ワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，溢水量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置及び被水防護する設計とする。

機能要求② 基本方針

68

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受
けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求② 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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